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 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

予防接種に関する事務　全項目評価書

評価書番号

8

江戸川区は、予防接種事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名



項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容



5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

【予防接種事務全体の概要】
予防接種法（昭和23年6月30日号外法律第68号）、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年
5月11日号外法律第31号）等関連法令等に基づき、対象者への接種勧奨、予防接種の実費徴収、医
療機関等での予防接種の実施、医療機関への接種委託料の支払い、接種記録の管理・保管、予防接
種による健康被害救済給付に関する事務を行っている。
＜取扱いの対象となる予防接種の種類＞
・予防接種法第５条第１項に基づく予防接種
・予防接種法第６条第１項に基づく予防接種
・予防接種法第６条第３項に基づく予防接種
・新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により実施する予防接種
・江戸川区任意予防接種等実施要綱に基づく任意予防接種

【特定個人情報ファイルを使用して実施する事務の具体的な内容】
○予防接種履歴の管理
　医療機関等で実施した定期の予防接種等の記録を健康システムにて管理する。

〇予防接種の費用助成対象者の決定
　医療機関等で実施する予防接種の助成対象者の決定を行う。

〇予防接種助成対象者の助成額の決定
　医療機関等で実施する予防接種の助成額の決定を行う。

○健康被害の救済
　予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、
障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場
合、予防接種法等関連法令に基づき給付を行う。

○新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務
・ワクチン接種記録システム（VRS）へ予防接種対象者及び発行した接種券の登録を行う。（令和６年９
月30日終了）
・予防接種の実施後に接種記録等を登録、管理し、他市区町村へ接種記録の照会・提供を行う。
・予防接種の実施後に、接種者からの申請に基づき、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の
交付を行う。

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27
号。以下「番号法」という。）第19条第8号に基づいて江戸川区は、予防接種に関する事務において、情
報提供ネットワークシステムに接続し、各情報保有機関が保有する特定個人情報について情報照会
を行う。また、他機関からの情報照会に対応する為に、予防接種の事務に係る特定個人情報を中間
サーバーに登録する。

○予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務
・江戸川区は、情報連携のため、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへ本事務に係る
対象者の個人番号を含む対象者情報、予診票情報及び接種記録の紐付け及び登録を行う。
・住民は、マイナポータルを介して予診票情報の入力並びに接種記録及び通知の取得/閲覧が可能と
なる。
・住民が予防接種時に、従来の紙の予診票に代えて、タブレットに搭載された医療機関用アプリにおい
てマイナンバーカードを用いることにより、医療機関は住民が事前に入力した予診票情報、接種記録
の取得/閲覧/入力が可能となる。
・江戸川区は、医療機関から入力された予診票情報、接種記録の取得及び住民への通知が可能とな
る。

※申請・届出の受理については、マイナポータルの「サービス検索・電子申請機能」により申請された
電子申請データを「申請管理システム」により、健康システムに取り込む場合を含む。

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 予防接種に関する事務

 ②事務の内容　※

 ③対象人数 [ 30万人以上

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満



[

[ ○ ] その他 （ 健康システム ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 統合ＤＢ

 ②システムの機能

１．住基情報の連携
：住記システムにおいて登録された異動情報を各業務システムに提供する。

２．各種資格情報の連携
：各業務システムにおいて登録された情報を健康システムに提供する。
　健康システムにおいて登録された情報を各業務システムに提供する。

３．特定個人情報の登録
：健康システムから連携された各種特定個人情報を中間サーバーに登録する。

４．情報照会
：健康システムから連携された照会情報に基づき、中間サーバーに対し他情報保有機関への照会を
行い、中間サーバーから提供された特定個人情報を健康システムへ提供する。

５．統合宛名情報の管理
：各業務システムから登録された宛名情報（住登外者を含む）の団体内統合宛名番号の採番及び管理
並びに情報照会及び情報提供に用いる符号の取得状況を管理する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

○

[ ○ ] 宛名システム等 [

予防接種の対象者を抽出し、予診票の発行歴を管理する。
接種歴の取り込み処理を行い、接種記録を管理する。
予防接種予診票の発行を行う。
接種済証等の発行を行う。
予防接種依頼書の発行を行う。
生活保護情報の確認を行う。
身体障害者手帳情報の確認を行う。
予防接種の対象者情報と接種情報を抽出し、区の予約システムへ取込を行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

 ①システムの名称 健康システム

 ②システムの機能

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1



] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

 ②システムの機能

１．機構への情報照会
：全国サーバーに対して住民票コード、個人番号又は5情報（氏名、氏名のふりがな、住所、性別、生
年月日）の組合せをキーとした本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領
する。
２．本人確認情報検索
：統合端末において入力された5情報の組合せをキーに都道府県知事保存本人確認情報ファイルを検
索し、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[

○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

１．符号管理機能
：符号管理機能は情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個
人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。

２．情報照会機能
：情報照会機能は、情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及
び情報提供受領（照会した情報の受領）を行う機能。

３．情報提供機能
：情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報(連携対象)の
提供を行う機能。

４．既存システム接続機能
：中間サーバーと既存システム、統合ＤＢ及び住記システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、
特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携するための機能。

５．情報提供等記録管理機能
：特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機
能。

６．情報提供データベース管理機能
：特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。

７．データ送受信機能
：中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報
提供、符号取得のための情報等について連携するための機能。

８．セキュリティ管理機能
：特定個人情報（連携対象）の暗号化及び復号や、電文への署名付与、電文及び提供許可証に付与
されている署名の検証、それらに伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネットワークシステム（インターフェ
イスシステム）から受信した情報提供NWS　配信マスター情報を管理。

９．職員認証・権限管理機能
：中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。

１０．システム管理機能
：バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[



）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （
　健康システム、マイナポータル、医療機関アプリ、Public Medical Hub、履
歴照会回答システム、オンライン資格確認等システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 予診情報・予防接種記録管理／請求支払システム

 ②システムの機能

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務＞

①予防接種関連データの登録機能
　江戸川区は、健康システムからの情報連携又は予診情報・予防接種記録管理／請求支払システム
画面への直接入力により、予診票項目、接種勧奨における通知文言等の予防接種関連データを予診
情報・予防接種記録管理／請求支払システムへ登録する。
②情報登録機能及びPMHキー採番依頼機能等
　予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは、江戸川区で管理している個人番号、対象者
情報、予診票情報及び接種記録を予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムに登録する。ま
た、Public Medical Hubを経由して社会保険診療報酬支払基金（以下、「支払基金」という。）の医療保
険者等向け中間サーバーと連動し、PMHキーを自動採番する。すでにPMHキーが採番済みの個人番
号であれば、採番は行わずに既存のPMHキーを利用する。
③情報連携機能（マイナポータル）
　・識別子の格納機能
　予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは、マイナポータルからの予診情報・予防接種記
録管理／請求支払システム初回利用時に、マイナポータル上で生成されたPMH仮名識別子をPMH
キーと紐付けて予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムに格納して保管する。
　・仮名識別子を利用した情報入力/提供機能
　　予防接種の対象者は、マイナポータルへログインしてマイナンバーカードの電子証明書のシリアル
番号に紐付くPMH仮名識別子を利用した照会を行う。予診情報・予防接種記録管理／請求支払シス
テムは、PMH仮名識別子からPMHキーを特定し、PMHキーに紐付く接種記録・通知をマイナポータル
へ提供する。また、マイナポータルへログインして予診票の入力画面から情報を入力することにより、
予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムはPMH仮名識別子からPMHキーを特定し、PMH
キーに紐付く予診票情報を登録する。
④情報連携機能（医療機関用アプリ）
　・本人確認情報の格納機能
　　予防接種対象者が、顔認証端末又はマイナ資格確認アプリを利用してマイナンバーカードで認証
及び同意することにより、オンライン資格確認等システムを経由してPublic Medical Hubに本人確認情
報が格納される。
　・本人確認情報を利用した情報入力/提供機能
　　医療機関用アプリは、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへ本人確認情報を利用し
た照会を行う。予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは、Public Medical Hubから本人確
認情報を取得し、本人確認情報に紐付く予防接種対象者番号をキーに予診票情報を医療機関用アプ
リに提供する。また、医療機関が接種記録の入力画面から情報を入力することにより、予診情報・予防
接種記録管理／請求支払システムは予防接種対象者番号からPMHキーを特定し、PMHキーに紐付く
接種記録を登録する。
⑤情報連携機能（履歴照会回答システム）
　・識別子の格納機能
　　予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは接種記録等の情報を予防接種DBに連携し、
予防接種DBにおいて予防接種の有効性・安全性等の調査・研究を行う。予診情報・予防接種記録管
理／請求支払システムから履歴照会回答システムにPMHキーを連携し、履歴照会回答システムはオ
ンライン資格確認等システムから被保険者番号等を取得し、履歴照会回答システム上で生成したID5
をPMHキーと紐づけて予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムに連携する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 福祉システム

 ②システムの機能 身体障害者の手帳情報確認を行う。



 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

・番号法第9条第1項別表14の項
（上欄が「都道府県知事又は市町村長」のうち下欄に「予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）
による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」
が含まれる項）
・番号法第9条第1項別表126の項
（上欄が「厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長」のうち下欄に「新型インフルエンザ等対策特別
措置法（平成二十四年法律第三十一号）による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定
めるもの」が含まれる項）
・番号法第9条第2項
・江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条第1項別表第二の27及び34の項

 ３．特定個人情報ファイル名

予防接種ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

・予防接種法等関連法令等に基づき、予防接種時期に応じた既接種者及び未接種者の数を確認し、
管内における予防接種の実施状況について的確に把握するため。
・被接種者等への接種費用の助成に係る事務を行うため。
・接種済証等の発行業務を行うため。
・健康被害が発生した際に迅速な救済を図るため。

 ②実現が期待されるメリット

・予防接種実施状況を把握することで、接種率の低い疾病について、接種勧奨を行い、当該疾病の発
生及び蔓延を防止する。
・接種履歴を把握することで、誤った時期、年齢、回数及び接種間隔による接種を防止し、健康被害の
発生を防ぐとともに、接種証明書等の発行が可能となる。
・被接種者等への接種費用の助成に係る事務が効率化され、区民サービスの向上を図る。
・健康被害が発生した際に、接種状況等を確認・把握し、迅速な救済を図る。

 システム16～20

 システム11～15

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ サービス検索・電子申請機能

] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム8

 ①システムの名称 申請管理システム

 ②システムの機能

１．申請者特定機能
住記システムと連携し、申請データのシリアル番号を宛名番号に変換することにより申請者の特定を
行う。
２．申請データ連携機能
サービス検索・電子申請機能から申請データを取り込む。
３．ステータス管理機能
申請内容の確認や審査をし、申請のステータスを管理する。

[ ○ ] その他 （ 申請管理システム ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム7

 ①システムの名称 サービス検索・電子申請機能

 ②システムの機能

・【住民向け機能】自ら受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能
・【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を、地方公共
団体へ公開する機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[



 ８．他の評価実施機関

なし

 ②法令上の根拠

【情報照会の根拠】
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表25の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表27の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表28の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表29の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表153の項

【情報提供の根拠】
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表25の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表26の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表153の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表154の項

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 健康部保健予防課

 ②所属長の役職名 保健予防課長

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する ]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定



 （別添1） 事務の内容

【ガバメントクラウド】

住
民

予防接種ファイル

健康システム

江戸川区

他自治体

（特別区以外） 特別区

情
報
提
供

Ｎ
Ｗ
シ
ス
テ
ム

国／

都道府県

医療機関・

医師会

パンチ

事業者

①住民情報の取得

対象者抽出
③予防接種

予診票
お知らせ通知／

封入封緘

事業者

接種
接種済予診票

結果入力
④・⑰接種

⑧予防接種履歴の申請

⑨照会結果の通知予防接種の記録

⑯予防接種料金の
支払申請

⑱予防接種料金の支払い

⑩給付の申請給付申請書

⑭給付の支払
⑫給付の審査結果の報告

⑬給付結果の回答

⑮各種集計結果の報告

⑦・⑪提供情報取得

⑥依頼処理 ⑤回送

予診票 予診票

特定個人

情報ファイル

予診票情報

予防接種

対象者番号

基本情報

接種記録

通知情報

PMH仮名識別子

ID5

個人番号

PMHキー

PMH仮名識別子 予診票情報

PMHキー 接種記録

㉒マイナポータルへの通知

PMH仮名識別子 通知情報

PMHキー

ID5

個人番号

PMHキー

予防接種

対象者番号

PMHキー

予診票情報

接種記録

⑳特定個人情報の登録・管理

予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム

自動連携・アップロード・ダウンロード

PMHキー

Public Medical Hub

個人番号

PMHキー

本人確認済み

情報取得

㉑PMHキー

の採番

個人番号特定個人

情報ファイル

PMHキー

紐付番号

医療保険者等向け

中間サーバー

個人番号 PMHキー

シリアル番号

仮名識別子

PMHキー（一時）

PMH仮名識別子

マイナポータル

照会・書込

応答

㉓マイナポータ

ルからの入力・

取得（予診票・

通知

照会・書込

履歴照会回答システム

PMHキー

被保険者番号

ID5

医
療
機
関

取得

応答

㉕ID5取得

電子証明書
認証 照会・書込

応答

オンライン資格確認等

システム

電子証

明書

照会・書込

認証

応答

紐付番号

仮名識別子

PMHキー

紐付番号

PMHキー

被保険者番号等

PMH

キー

PMH

連携

キー

㉔医療機関用

アプリから入

力・取得（予診

本
人
確
認
済
み

情
報
登
録

P

M

H

キ
ー
採
番
後
連

電子証

明書

電子証

明書

顔認証

端末

認証

マイナ資格

医療機関

認証

PMH（共通）所管省庁

住基ネット

住基ネット

端末

②住基情報取得

統
合
Ｄ
Ｂ

業
務
シ
ス
テ
ム

中
間
サ
ー
バ
ー

⑲副本登録

①住民情報
の取得

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

一時的に利用され、利用後破棄される

委託先（国民健康保険中央会）

評価対象の事務

社会保険診療報酬支払基金が



（備考）

Ⅰ住民情報の登録
①住民情報を住民、統合DB、業務システムから取得する。
②住基情報を住基ネット端末より入手する。
Ⅱ予防接種の実施
③予防接種情報を予防接種ファイルより抽出し、住民にお知らせ通知/予診票を送付する。
④医療機関経由で取得した接種済予診票により、接種結果を入力する。
⑤特別区間で予診票を回送する。（相互）
⑥他自治体（特別区以外）での接種の場合、依頼書/完了通知/予診票を送付する。（相互）
⑦中間サーバー経由で転入者等の各種情報を取得する。
Ⅲ予防接種記録の照会
⑧住民が予防接種履歴を申請する。
⑨住民からの申請により予防接種の記録を交付する。
Ⅳ健康被害救済の給付
⑩住民からの予防接種による疾病等給付の申請を受け付ける。
⑪中間サーバー経由で各種情報を取得する。
⑫疾病等給付の審査結果を国へ報告する。
⑬国から給付の審査結果の回答結果を確認する。
⑭疾病等給付の支払いをする。
Ⅴ集計情報の報告
⑮各種集計情報を国/都道府県へ報告する。
Ⅵ予防接種料金の支払申請
⑯住民が予防接種料金の支払を申請する。
⑰住民から提出された接種結果を入力する。
⑱住民からの申請により予防接種料金の支払をする。
VII予防接種記録の副本登録
⑲予防接種情報を統合DB経由で中間サーバーへ提供する。
VIII予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務
⑳特定個人情報の登録・管理
・江戸川区は、健康システムからの情報連携又は予診情報・予防接種記録管理／請求支払システム画面への直接入力により、予診
情報・予防接種記録管理／請求支払システムにおいて対象者の個人番号を含む対象者情報と予防接種管理情報の紐付け及び登
録を行う（LGWAN回線等経由）。
・江戸川区は予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムから接種記録等、必要な情報を自動連携またはダウンロードし、健
康管理システム等への取込を行う。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへ登録された個人情報へのアクセスは適切に制御される。
㉑PMHキー採番
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは、Public Medical Hubに対して個人番号を連携することで、オンライン資格確認
等システムと予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムが連動するためのPMHキーの採番処理を依頼する。
・Public Medical Hubは、医療保険者等向け中間サーバーを経由しPMHキーを採番して予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムに回答する。
・医療保険者等向け中間サーバーは、PMHキーと個人番号を紐付けて、PMHキーと紐付番号をオンライン資格確認等システムへ連
携する。
・オンライン資格確認等システムは、紐付番号をキーに仮名識別子とPMHキーを紐付けて、マイナポータルに連携する。
・マイナポータルは、新たにPMH用の仮名識別子（PMH仮名識別子）を生成し、シリアル番号、仮名識別子、PMHキーと紐付けて、予
診情報・予防接種記録管理／請求支払システムに連携する。（連携後、マイナポータル上からPMHキーは削除される。）以降、㉒㉓
㉔㉕が可能となる。
㉒マイナポータルへの通知
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムからマイナポータル経由で住民向けの通知を行うため、江戸川区は予診情報・
予防接種記録管理／請求支払システムを利用してマイナポータルに識別子（PMH仮名識別子）と通知情報を登録する。
㉓マイナポータルからの入力・取得（予診票・接種記録）
・住民は、マイナポータル経由で予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへの予診票の事前入力や、予診情報・予防接種
記録管理／請求支払システムから接種記録や通知情報を閲覧/取得する。
㉔医療機関用アプリからの入力・取得（予診票・接種記録）
・医療機関が医療機関用アプリを利用し、接種時に住民からマイナンバーカードによる本人確認を経て、事前入力された予診票及び
接種記録の閲覧/取得/入力を行う。
㉕ID5取得
・予防接種DBへの接種記録等の連携時に個人を特定する識別子情報として、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムが
履歴照会回答システム経由でID5を取得する。



Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

予防接種ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載のない、予防接種法等関連法令に定められる予防接種
の対象者

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ○ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、区民の健康の保持に寄与するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年月日、住所） [ ] 連絡先（電話番号等）

○ ] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ○ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

・個人番号、個人番号対応符号、その他識別情報：対象者を正確に特定するために保有。
・5情報、その他住民票関係情報：対象者の接種日時点の年齢、居住地等を把握するために保有。
・健康・医療関係情報：接種した予防接種の種類、ワクチン名、Lot№等を把握するために保有。
・障害者福祉関係情報：B類疾病に該当する定期の予防接種（予防接種法第２条第３項）において、接
種対象者要件に該当するか把握するために保有。
・生活保護・社会福祉関係情報：B類疾病に該当する定期の予防接種及び任意予防接種において、自
己負担免除要件に該当するか把握するために保有。
・識別情報（その他識別情報）
　　PMHキー、PMH仮名識別子、PMH連携キー、予防接種対象者番号、ID5…予診情報・予防接種記
録管理／請求支払システムが、外部と情報連携するために必要となる。
・業務関係情報（その他）
　　予防接種記録情報…（予防接種事務の適切な実施にあたり必要となる情報を管理し、）予診情報・
予防接種記録管理／請求支払システムが、外部と情報連携するために必要となる。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 2015/10/01

[ ○ ] その他 （ 予防接種記録情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 江戸川区健康部保健予防課



（ 各健康サポートセンター ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （
情報提供ネットワークシステムを利用する機関　厚生
労働省

）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 地方公共団体情報システム機構 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 医療機関・支払基金・　地区医師会 ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （
他自治体　情報提供ネットワークシステムを利
用する機関

）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （ 住民基本台帳ネットワークシステム　福祉システム　Public Medical Hub　医療機関用アプリ　マイナポータル　サービス検索・電子申請機能 ）

 ③入手の時期・頻度

○定期的に入手する事務
・健康・医療関係情報：江戸川区内の医療機関での予防接種記録を月１回医療機関より取得。（江戸
川区医師会加盟医療機関については江戸川区医師会を通じて月１回取得。）江戸川区を除く特別区内
の医療機関での予防接種記録は、特別区各区より年２回取得。
・現住者の住民票関係情報の取得に関する事務　窓口開庁時間に疑似リアル連携。
・障害者福祉関係情報：日時連携で取得
・生活保護・社会福祉関係情報：日次連携で取得

○個別に対応する事務
予防接種予診票や接種済証等の交付時や健康被害救済制度の申請時等に都度取得。

○予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムがPMHキーの採番処理依頼時に都度、Public
Medical Hubから特定個人情報を入手する。
・江戸川区が予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムに登録した予診票のひな形に対して、
住民が接種前にマイナポータル等を介して予診票情報を入力することにより、江戸川区が個人情報を
入手し、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムにおいて個人番号と結びついて特定個人
情報となる。
・接種時に、医療機関のタブレットに搭載された医療機関用アプリ又は医療機関での顔認証端末を用
いて、住民がマイナンバーカードで認証することにより、医療機関が入力した予診票情報、接種記録を
個人情報として入手し、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムにおいて個人番号と結びつ
いて特定個人情報となる。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム



 ⑤本人への明示

・健康・医療関係情報については、予防接種法等関連法令（予防接種法第９条の３及び予防接種法施
行規則第３条）に、区市町村が予防接種に関する記録を作成・保管する義務が明記されており、予防
接種予診票においても、接種済の予診票が区に提出されることを明記し、本人（親権者）から署名を得
た上で取得している。
・住民票関係情報は、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第1条の規定に基づき取得・利用してい
る。
・生活保護・社会福祉関係情報については、江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条第1項の規
定に基づき取得・利用しており、「江戸川区Ｂ類疾病予防接種実施要綱」及び「江戸川区任意予防接種
等実施要綱」で自己負担金免除の要件として示している。
・障害者福祉関係情報については、江戸川区個人番号の利用に関する条例第4条第1項の規定に基づ
き取得・利用しており、「江戸川区Ｂ類疾病予防接種実施要綱」で、対象機能障害種別及び等級を示し
ている。
・予防接種健康被害発生時の給付の申請関係情報の取得については、予防接種法施行規則に明記さ
れている。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務>
・本人又は本人の代理人から入手する情報については、利用目的を明示した上で入手している。マイ
ナポータル及び医療機関用アプリでは、本人又は本人の代理人が画面に表示された利用目的を確認
して、同意することにより入手する。

 ⑥使用目的　※
予防接種対象者抽出　　予防接種情報記録　　健康被害の救済措置　　予防接種に係る助成額の決
定

 変更の妥当性 －

 ④入手に係る妥当性

・健康・医療関係情報については、予防接種法第９条の３及び予防接種法施行規則（昭和23年厚生省
令第36号）第３条に示されてるとおり記録・保管する目的で取得している。
・住民票関係情報については、本人情報確認、本人情報入力に係る事務処理負荷軽減のため、庁内
連携システムを利用して取得している。
・障害者福祉関係情報については「江戸川区Ｂ類疾病予防接種実施要綱」に記されている対象者要件
に該当するか確認するために取得している。
・生活保護・社会福祉関係情報については「江戸川区Ｂ類疾病予防接種実施要綱」及び「江戸川区任
意予防接種等実施要綱」に記されている対象者要件に該当するか確認するために取得している。
・予防接種健康被害発生時の給付の申請情報については、予防接種法施行規則に基づいて取得して
いる。
・戸籍及び住民票に記載のない児童の特定個人情報については、「平成19年6月20日厚生労働省健
康局結核感染症課発事務連絡」の記載に基づき、定期予防接種を実施する目的で取得している。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務>
（PMHキー採番処理依頼時に入手される特定個人情報）
・特定個人情報は、外部との情報連携のため、PMHキーの採番処理依頼時にPublic Medical Hubを経
由して医療保険者等向け中間サーバーから自動的に入手される。
（その他：個人情報として入手し、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムにおいて個人番
号と結び付き特定個人情報となる情報）
江戸川区が入手する特定個人情報のうち、既存事務と同様に予診票に事前入力される事項は、本人
又は本人の代理人から情報を入手し、予診票の医師記入欄及び接種記録は、予防接種を実施する医
療機関から入手する。
・予診票の事前入力のオンライン化により、住民の利便性の向上が図られる。マイナポータルではマイ
ナンバーカードによる認証（本人確認）の後、本人又は本人の代理人の同意に基づいて情報が入力さ
れる。接種を受託する医療機関は、当該情報確認し、接種の可否を判断する。
・医療機関において、タブレットに搭載された医療機関用アプリを用いた予診票の確認・接種記録がオ
ンライン化されることにより住民及び医療機関の利便性の向上が図られる。また、情報の入手期間が
短縮されることにより行政事務の効率化が図られる。医療機関での本人確認後、医療機関用アプリ又
は顔認証端末を用いて本人又は本人の代理人がマイナンバーカードで認証することにより、医療機関
が予診票情報を確認して予診・問診を行い、接種後に接種記録の入力を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

江戸川区健康部保健予防課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満



 ⑧使用方法　※

Ⅰ　予防接種関係の帳票類作成
・対象者の予防接種関係の帳票類を作成する。

Ⅱ　予防接種の接種記録の管理
・医療機関等より取得した予防接種記録を、予防接種法施行規則第３条に基づき健康システム内で保
管し、不適切な予防接種を防ぐため、予防接種の実施状況を参照するために管理・使用する。
・医療機関での接種歴入手に当たっては、まず本人に発行した予診票をもって医療機関で予防接種を
行い、その後医療機関若しくは江戸川区医師会から接種済予診票を回収する。その後、回収した接種
済予診票の記録をデータに起こしてシステムに取り込み作業を行う。

Ⅲ　健康被害の救済措置
・予防接種による健康被害が発生した際、接種状況等を的確に把握し、迅速な救済を図ることを目的と
して使用する。

Ⅳ　予防接種の自己負担免除要件の確認
・B類疾病に該当する定期の予防接種及び任意予防接種において、生活保護・社会福祉関係情報によ
り、自己負担免除要件に該当するかを確認する。

Ⅴ　接種対象者要件の確認
・B類疾病に該当する定期の予防接種において、障害者福祉関係情報により、接種対象要件に該当す
るかを確認する。

VI　予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務
・情報連携のため、江戸川区は、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへ本事務に係る
対象者の個人番号を含む対象者情報、予診票情報及び予防接種管理情報の紐付け及び登録を行う。
・登録後、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは、Public Medical Hubに対してオンライ
ン資格確認等システムと予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムが連動するためのPMH
キーの採番処理を依頼し、医療保険者等向け中間サーバーは、情報連携用の識別子としてPMHキー
を採番して個人番号と共にPublic Medical Hubを経由して予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムに応答する。
・PMHキーが、個人情報として医療保険者等向け中間サーバーから既存の紐付番号とともにオンライ
ン資格確認等システムに連携され、更にマイナポータルで生成されたPMH仮名識別子がマイナポータ
ルと予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムで共有されることで予診情報・予防接種記録管
理／請求支払システムからマイナポータルへの通知、マイナポータルや医療機関用アプリから予診情
報・予防接種記録管理／請求支払システムの予診票情報及び接種記録の取得/閲覧/入力等といった
情報連携が可能となる。

 情報の突合　※

（１）住民票関係情報と健康・医療関係情報を突合して、接種記録を確認し、対象者の抽出を行う。
（２）住民票関係情報と健康・医療関係情報を突合して、接種記録を確認し、対象者に給付を行う。
（３）住民票関係情報と障害者福祉関係情報を突合して、身体障害者手帳の発行状況を確認する。
（４）住民票関係情報と生活保護・社会福祉関係情報を突合して、受給情報を確認する。

 情報の統計分析
※

特定の個人を判別するような情報の統計や分析は行っていない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

予防接種健康被害発生時の給付の決定（最終決定は国が行う）

（ 3 ）　件

 委託事項1 システム保守事業

 ①委託内容
・健康システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う健康システムの改修作業

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する 2） 委託しない



 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載のない、予防接種法等関連法令に定められる予防接種
の対象者

 その妥当性
システムの運用・保守、及び法制度改正に伴う健康システムの改修等の際に、健康システムの本番稼
働前に正しく動作することを確認する必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 日本コンピュータ株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （
データセンタ内のサーバー室にてシステムの直接操作　健康システム端末
の直接操作

）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整。

 委託事項2～5

 委託事項2 中間サーバーへの特定個人情報登録等に係る事務

 ①委託内容 中間サーバーへの特定個人情報の登録、維持、管理、中間サーバーとの接続環境整備等

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載のない、予防接種法等関連法令に定められる予防接種
の対象者

 その妥当性
番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条で規定される事務の実施に当たって、特定個人情報の登
録等が必要であるため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満



5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 株式会社日立システムズ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ○ ] その他 （ 統合DB ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整。

 委託事項3
予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る各事務における特定個
人情報ファイルの一部の取扱

 ①委託内容 予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムの利用・情報連携業務及び運用保守業務

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載のない、予防接種法等関連法令に定められる予防接種
の対象者

 その妥当性

予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは公益社団法人国民健康保険中央会（以下、国保
中央会という。）が構築し、希望する市区町村が利用するが、その適切な管理のため運用保守、PMH
キーの採番において特定個人情報ファイルを取り扱う必要がある。
ただし、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムに格納された特定個人情報は、自動処理
により再々委託先（これ以降の全ての委託を含む。以下、同じ。）に情報連携されるため、東京都国民
健康保険団体連合会（以下、東京都国保連合会という。）及び国保中央会は特定個人情報にアクセス
することはない。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 ⑤委託先名の確認方法 江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づき、公開している。

 ⑥委託先名 東京都国保連合会

[ ○ ] その他 （ LGWAN又は閉域網回線を用いた提供 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙



再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

 ⑨再委託事項
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムの運用保守
・PMHキーの採番及びPMHキーを介した医療機関用アプリ・マイナポータルへの情報連携
　※情報連携はPMHキーを介して行うため、特定個人情報を取り扱わない。

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法 書面又は電磁的方法による承諾

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20

[ ] 行っていない

 提供先1 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表25の項

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 6 ） 件

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

予防接種法等関連法令に定められる予防接種を実施した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 予防接種に関する記録の作成

 ③提供する情報
予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく主務省
令第2条の表25の項に掲げる事項）

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 他自治体より情報照会があった都度

 提供先2～5

 提供先2 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表26の項

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

予防接種法等関連法令に定められる予防接種を実施した者

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 予防接種に関する記録の作成

 ③提供する情報
予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく主務省
令第2条の表26の項に掲げる事項）

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満



 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度 他自治体より情報照会があった都度

 提供先3 市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表153の項

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

予防接種法等関連法令に定められる予防接種を実施した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 予防接種に関する記録の作成

 ③提供する情報
予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく主務省
令第2条の表153の項に掲げる事項）

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 他自治体より情報照会があった都度

 提供先4 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表153の項

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

予防接種法等関連法令に定められる予防接種を実施した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 予防接種に関する記録の作成

 ③提供する情報
予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく主務省
令第2条の表153の項に掲げる事項）

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 他自治体より情報照会があった都度

 提供先5 厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の表154の項

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ②提供先における用途 予防接種に関する記録の作成



 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

予防接種法等関連法令に定められる予防接種を実施した者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③提供する情報
予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく主務省
令第2条の表154の項に掲げる事項）

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 情報照会があった都度

 提供先6～10

 提供先6

 ①法令上の根拠

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[



 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜江戸川区における措置＞
・セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物内のうち、さらに厳格な入退室管理を行っている区
画に設置したサーバー内に保管。
・サーバーへのアクセスは、全庁的に管理しているID、パスワードによる認証が必要。
・予診票等の紙媒体及び、ＣＤ等の電子記録媒体については、施錠ができる倉庫に保管している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP)に登
録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラ
ウドサービス事業者が実施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしてい
る。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けている。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービスの事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバーのデー
タベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
事業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であ
り、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バック
アップも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存
される。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務>
予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイド
ライン、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされてお
り、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）において登録されたサービスか、
ISO/IEC27017:2015又はCSマーク・ゴールドの認証を取得している者で、かつ、「政府情報システムに
おけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たすクラウドサービスを利用し
ている。なお、以下のとおりセキュリティ対策を講じている。
・サーバ設置場所等への入退室記録管理、施錠管理
・論理的に区分された江戸川区の領域にデータを保管する。
・当該領域のデータは、暗号化処理をする。
・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。
・国保中央会や医療機関及び住民からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。
・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスを利用している。



 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

＜江戸川区における措置＞
・予診票等の紙媒体については、5年間保管した後、溶解処分をしている。
・ＣＤ等の電子媒体については、20年以上保管するが、消去する際は裁断し、データ復元が不可能な
状態にした上で処分を行う。
・健康システム上の特定個人情報の記録については、20年以上保管するが、消去する際は、個人番号
欄を空白若しくは全て０で表示させる等、個人番号が表示されないよう処置を行う。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プ
ラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。
②クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクや
ハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ
セキュリティ評価制度（ISMAP)に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。
さらに、第三者の監査機関が定期的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確
実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行われていることを確認する。
③中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サー
バー・プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに
設置しているディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データ
は国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去
することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータ
の復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたがって確実
にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウ
ドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利
用しなくなった環境の破棄等を実施する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務>
・江戸川区の領域に保管されたデータのみ、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを用い
て消去することができる。
・江戸川区の領域に保管されたデータは、他機関から消去できない。
※クラウドサービスは、IaaSを利用し、クラウドサービス事業者からはデータにアクセスできないため、
   消去することができない。
・不要となった特定個人情報は、削除用データの連携又は運用保守事業者に依頼して消去する。
・不要となったバックアップファイルは、ストレージに適用されたライフサイクルルールに基づき、保管さ
れたログ情報については、各オブジェクトの保管日（作成日）を起点として3年が経過した時点で、自動
的に削除される。

 ７．備考

－

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
予防接種法施行規則第３条及び厚生労働省通知「予防接種法第５条第１項の規定による予防接種の
実施について」の別添「定期接種実施要領」の１において、少なくとも５年管理・保管すると定められて
おり、接種記録の確認や証明書の発行事務において長期間保管する必要がある。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

〇識別情報
個人番号/情報提供用個人識別符号/整理番号（宛名番号）/団体内統合宛名番号/情報提供等の記録等

〇連絡先等情報
氏名（漢字）/カナ氏名/性別/生年月日/年齢/月齢/住所/方書/送付用方書/町丁目コード/町丁目/番地/枝番/小枝番/郵便番号/
行政区番号/行政区名称/地区番号/地区名称/規制区分/住民区分/住登外区分/続柄/世帯番号/世帯主漢字氏名/世帯主カナ氏
名/住民となった日/住民でなくなった日/異動区分/異動年月日/住民異動区分/住民異動年月日/転入前住所/転入前方書/転出後
住所/転出後方書/宛名種別/外国人/外国人本名カナ/外国人本名漢字/外国人本名使用フラグ/生保区分/後期高齢区分/送付用
郵便番号/送付用住所/送付用方書/送付先集配局/送付先使用/集配局/補記区分/連携番号/事業予定連番/送付先除外区分/取
消コード/他区名その他/区外者カナ氏名

〇業務関係情報
接種番号/接種名称/期・回数区分/接種種別/予防枝番/年度/接種日（各予防接種）/接種日年齢（各予防接種）/接種区分（各予防
接種）/接種量（各予防接種）/Lot番号（各予防接種）/ワクチンメーカー（各予防接種）/ワクチン区分（各予防接種）/簿冊番号（各予
防接種）/シーケンシャル番号（各予防接種）/登録日（各予防接種）/登録区（各予防接種）/登録区分（各予防接種）/印刷日（各予防
接種）/印刷区分（各予防接種）/予診票送付区分（各予防接種）/再交付日（各予防接種）/再発行窓口（各予防接種）/郵送戻り/郵
送戻り日/担当者/予診票年度/予診理由/予診番号/接種医療機関（その他）/会場コード/会場（医療機関）/医療機関コード/小学校
区分/中学校区分/依頼書の有無/対象年月日/受付方法/受付年月日/保護者氏名/申請者電話番号/申請理由/申請理由その他/
発行月日/発行方法/滞在先住所/滞在先電話番号/依頼書送付先/依頼書送付先電話番号/依頼書宛名/依頼書備考/証明書印刷
日/文書年度/文書決裁番号/文書番号/区外者フラグ/受付連番/抽出キー　/抽出時集配局/抽出時地区/登録者/登録者ID/負担
金区分/任意負担区分/免除区分/支払対象外/母子手帳を元に修正/予備コード/申請年月日/申請種別/申請理由/手帳番号/総
合等級/種別/交付年月日/再交付年月日/返還年月日/障害認定日/障害部位/等級/障害名/発送日/接種医療機関番号（その他）
/予診理由区分/接種補足区分/予診票再印刷フラグ/予診票再印刷枚数/予診票再印刷日/依頼書印刷区分/依頼書印刷日/証明
書印刷区分/予診医医療機関番号（その他）/予診医番号（その他）/予診医職員番号/予診医職員枝番/接種医番号（その他）/接種
医職員番号/接種医職員枝番/登録支所区分/警告内容/予診票発行部署/備考/ワクチン名区分/自治体コード/接種券番号/接種
状況/接種回

〇新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する記録項目
自治体コード/接種券番号/接種状況（実施・未実施）/接種回/接種日/ワクチンメーカー/ロット番号/ワクチン種類/製品名/旅券関係
情報（旧姓・別姓・別名、ローマ字氏名、国籍、旅券番号）/証明書ID/証明書発行年月日

○予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務における記録項目
(1)対象者情報
個人番号/PMHキー/PMH仮名識別子/基本５情報（カナ・氏名・住所・生年月日・性別）/保護者氏名/自治体コード/自治体業務ID/
連携ファイル名/連携日時/連携処理ステータス/エラー内容/制御フラグ（リカバリー・不開示・閲覧停止)/変更区分/消除の異動日/
その他管理番号・ID等（予防接種対象者番号）/その他区分等（接種対象者区分・減免区分）
(2)ユーザー情報
機関マスタID/機関ユーザーID/メールアドレス/ユーザー氏名/ユーザー区分/ユーザー権限ID/個人番号閲覧可能フラグ/ユーザー
削除フラグ
(3)予診票情報
項目ID/管理ID/更新日時/回答ID/回答内容/回答処理ステータス/回答日時/接種不可フラグ/予防接種設定ID/予防接種管理ID/
組み合わせ番号/強制失効日/勧奨情報（ルールID、勧奨日）
(4)予防接種記録情報
予防接種記録ID/予防接種管理ID/接種日/接種同意フラグ/医療機関コード/医師名/実施場所/実施区分/接種区分/GTINコード/
ワクチンメーカー名/ワクチン名（ワクチン一般名・ワクチン通称・ワクチン販売名）/ロット番号/接種量/接種部位/接種方法/ワクチン
有効期限/要注意接種フラグ/特別の事情/海外接種フラグ/更新日時/最新・削除フラグ/その他区分等（接種対象者区分・減免区
分）



 必要な情報以外を入手する
ことを防止するための措置の
内容

・個人番号、基本5情報、その他の住民票関係情報の入手方法は、住記システムにて入力した情報
を、統合DB経由で予め定められたインタフェース仕様に基づき、取得する方法に限定されるため、必
要な情報以外の情報を入手することはない。
・生活保護・社会福祉関係情報の入手方法は、生保システムにて入力した情報を統合DB経由で予め
定められたインタフェース仕様に基づき取得する方法、主管部署に提供を依頼する方法又は本人から
取得する方法に限定されるため、必要な情報以外の情報を入手することはない。
・障害者福祉関係情報の入手方法は、福祉システムにて入力した情報を統合DB経由で予め定められ
たインタフェース仕様に基づき取得する方法、本人から取得する方法又は基本5情報等を確認した上で
の福祉システムで身体障害者手帳情報を確認する方法に限定されるため、対象者以外の情報を入手
することはない。
・住民、他自治体、医療機関等から入手する申請情報・予防接種情報は、予め定められた帳票様式に
基づき入手するため、必要な情報以外を入手することはない。
・市町村CSからの住基情報の入手は、健康システムで管理している項目に関する情報の入手に、運
用上限定している。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・医療保険者等向け中間サーバーからPublic Medical Hubを経由した予診情報・予防接種記録管理／
請求支払システムへは、定められたインターフェース仕様に沿って決められたデータ項目（PMHキーと
個人番号）のみが返却されるようシステム的に制御している。
・医療機関から医療機関用アプリを介して入力される際は、定められたインターフェース仕様に沿って
決められたデータ項目のみが連携されるようシステム的に制御している。
・本人が、マイナポータルへログインし、予診票情報を入力する際には、定められたデータ項目のみが
入力されるようシステム的に制御している。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・個人番号、基本5情報、その他の住民票関係情報の入手方法は、住記システムにて入力した情報を
統合DB経由で取得する方法に限定されるため、対象者以外の情報を入手することはない。
・生活保護・社会福祉関係情報の入手方法は、生保システムにて入力した情報を統合DB経由で取得
する方法、主管部署に提供を依頼する方法又は本人から取得する方法に限定されるため、対象者以
外の情報を入手することはない。
・障害者福祉関係情報の入手方法は、福祉システムにて入力した情報を統合DB経由で取得する方
法、主管部署に提供を依頼する方法、本人から取得する方法又は基本5情報等を確認した上での福祉
システムで確認する方法に限定されるため、対象者以外の情報を入手することはない。
・住民、他自治体、医療機関等から入手する申請情報・予防接種情報は、1件ごとに基本5情報等を確
認の上、対象者以外の情報を入手しないように精査している。
・市町村コミュニケーションサーバー（以下「市町村ＣＳ」という。）からの住基情報の入手は、事前に健
康システムに登録されている住民に関する情報の入手に、運用上限定している。
・サービス検索・電子申請機能からの電子申請を行うためには、個人番号カードの電子署名を付すこと
が必要であり、これに対し電子申請に付された署名検証を実施することで本人確認を実施する。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・医療機関の受付窓口で本人確認の後、医療機関用アプリ又は顔認証端末でマイナンバーカードを利
用した認証により本人の情報のみが対象者として連携される。
・本人が、マイナポータルへログインし、予診票情報を入力する際には、マイナンバーカードを利用した
認証により、本人以外からの情報の入力を防止する。
・既存事務において本人確認を行った個人番号を既存システム（各業務システム）から予診情報・予防
接種記録管理／請求支払システムに連携し、その本人確認済みの個人番号を医療保険者等向け中
間サーバーに連携するが、提供した個人番号は加工することなく返却されるため、対象者以外の情報
を入手することはない。

 １．特定個人情報ファイル名

予防接種ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]



 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・統合DB等庁内システムから入手する情報については、入手元の各業務で本人確認を行っている。
・医療機関、他自治体、本人から入手する予防接種情報は、予診票等に記載された接種番号又は基
本5情報に基づき、健康システムで本人確認を行う。また、窓口にて、住民から直接申請書を受け取る
ような場合には、個人番号カード(個人番号カードがない場合には通知カードと顔写真付の証明書(運
転免許証、パスポート等))に基づき、本人確認を行う。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号
カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個人番号付電子申
請データを受領した地方公共団体は署名検証を実施することになる。これにより、本人確認を実施す
る。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムが提供した個人番号をはPublic Medical Hubから
加工することなく返却されるため、本人のものではない誤った個人番号を入手することはない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・上記の通り、入手の各段階で、本人確認とともに、個人番号の真正性確認を行っている。
＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムが提供した個人番号をはPublic Medical Hubから
加工することなく返却されるため、本人のものではない誤った個人番号を入手することはない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・上記の通り、入手の各段階で、本人確認とともに、特定個人情報の正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、適宜、職権で修正することで、正確性を確保している。
・住民からの申請等により、誤り等の指摘があれば、調査を行い、誤りが確認できた場合に修正を行っ
ている。
＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・個人番号及び基本情報の正確性は、既存事務において住記システムとの連携等により担保されてい
る。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・統合DB経由で取得する個人番号、基本5情報、その他の住民票関係情報、生活保護・社会福祉関係
情報、障害者福祉関係情報の入手については、入退室管理をしているデータセンタ内のサーバー間通
信に限定することで、安全を担保している。
・統合DB経由以外の方法で取得する生活保護・社会福祉関係情報、障害者福祉関係情報の入手につ
いては、システムの利用者を限定し、アクセス制限をすることにより、詐取・奪取が行われないようにし
ている。
・住民、他自治体、医療機関等からの入手する申請情報・予防接種情報は、予め決められた方法（職
員による窓口受付、職員による郵送受付等）に限定した入手とすることで、詐取・奪取が行われないよ
うにしている。
・市町村CSは生体認証による認証を行っているため、市町村CSで確認した情報を健康システムに登
録できる職員等は限定されている。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導において住民に何の手続きを探し電子申請を行いたいの
か理解してもらいながら操作をしていただき、たどり着いた申請フォームが何のサービスにつながるも
のか明示することで、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じて
いる。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・医療保険者等向け中間サーバーからPublic Medical Hubを経由した予診情報・予防接種記録管理／
請求支払システムへは、システム自動処理により、定められたインターフェース仕様に沿って決められ
たデータ項目（PMHキーと個人番号）のみが返却されるようシステム的に制御している。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムのデータベースは、市区町村ごとに論理的に区分
されており、他市区町村の領域からは、特定個人情報の入手ができないようにアクセス制御している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]



 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・統合DB経由で取得する個人番号、基本5情報、その他の住民票関係情報、生活保護・社会福祉関係
情報、障害者福祉関係情報の入手は、入退室管理をしているデータセンタ内のサーバー間通信に限
定することで、情報漏えい、紛失等を防止している。
・統合DB経由以外の方法で取得する生活保護・社会福祉関係情報、障害者福祉関係情報の入手につ
いては、システムの利用者を限定し、アクセス制限をすることにより情報漏えい・紛失等を防止してい
る。
・医療機関、他自治体、本人から提出された予防接種情報の入手については、提出先を事前に指定す
ることで、送付先誤り等による情報漏えい・紛失等を防止している。
・市町村CSで確認した住基情報を健康システムに登録する際には、市町村CSでの確認結果を記載し
た紙、電子媒体を、健康システムへの入力完了後に、すぐに消去、廃棄を行うことで漏えいを防止して
いる。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体との間は、LGWAN、VPN等の回線を用いた暗号化通信
を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにしている。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムと支払基金の医療保険者等向け中間サーバー
は、Public Medical Hubを経由した閉域網で接続され、通信内容は情報漏洩を防止するために暗号化
される。
・健康システムは、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへの連携時にLGWAN回線によ
る閉域網で接続され、通信内容は情報漏洩を防止するために暗号化される。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 宛名システム等における措
置の内容

・個人番号と紐付けて取得する情報は、特定個人情報として定義した住民票関係情報にシステムの機
能として限定している為、業務上必要な情報以外と紐付けすることはない。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・個人番号と紐付けて管理する情報は、特定個人情報として定義した「Ⅱ ファイルの概要」の２④記録
される項目部分で明示した業務上必要な情報にシステムの機能として限定している為、業務上必要な
情報以外と紐付けすることはない。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムにアクセスする江戸川区の職員について、当該職
員が所掌する事務以外の情報は閲覧できない仕組みとしている。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムでは、権限のある者しか個人番号にはアクセスで
きないように制御している。
・医療機関用アプリや住民から予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムに接続するが、必要
な情報のみアクセスでき、個人番号にはアクセスできないように制御している。

 その他の措置の内容 －

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]



 具体的な管理方法

・ICカードのユーザID情報については、DX推進課にて、定期的にチェックを行い、不要なIDが残存しな
いようにしている。
・健康システムの利用権限を有するユーザIDについても、ユーザIDの管理者にて、定期的にチェックを
行い、不要なIDが残存しないようにしている。また、利用期間が明確であれば、ユーザIDに有効期限を
設定し、期限到来により自動的にアクセス制限されるようにしている。
・共用IDは発行せず、必ず個人に対し、ユーザーIDを発行する。
・パスワードの有効期限を設定する。
・管理者が定期的に管理表を確認し、必要に応じて見直しを行う。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・共用IDは発行せず、必ず個人に対し、ユーザーIDを発行する。
・管理者が定期的に管理表を確認し、必要に応じて見直しを行う。

 具体的な管理方法

・正規職員については、ICカードの発行、失効は、職員課にて行い、職員課からの人事情報に基づき、
DX推進課にて庁内ネットワークのログイン権限を設定している。また、非正規職員については、各業務
主管課からの申請に基づき、DX推進課にてICカードの発行、失効、庁内ネットワークへのログイン権限
を設定している。
・健康システムの利用権限を有するユーザIDの発行、失効は、職員課からの人事情報に基づき、健康
推進課内のアクセス管理権限を有する職員にて、一元的に管理している。また、非正規職員等は、契
約期間に応じて、ユーザIDに有効期限を設定している。
・管理者は、アクセス権限の管理表を作成し、申請者に対して管理表に基づき適切なアクセス権限を
付与する。
・人事異動や退職等があった際は、異動情報に基づき、不要となったアクセス権限を管理し、失効させ
る。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへのログイン用のユーザIDは、管理者に対して
ユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。
・管理者は、アクセス権限の管理表を作成し、申請者に対して管理表に基づき適切なアクセス権限を
付与する。
・江戸川区において、人事異動や退職等があった際は、異動情報に基づき、不要となったアクセス権限
を管理し、失効させる。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

・庁内ネットワークへのログインは、職員が常時携帯するICカードとパスワードでの認証を必要としてい
るため、権限のない第三者は利用できない。
・健康システムへのアクセスは、職員が常時携帯するICカードでのSSO認証を必要としているため、権
限のない第三者は利用できない。
・健康システムの操作において、ユーザID/パスワードにより、業務システムの利用権限を付与してい
るため、権限のない第三者は利用できない。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
権限のない者に不正使用されないよう、以下の対策を講じている。
・江戸川区は、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムのアクセス権限を管理する管理者を
定める。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムのログインはユーザID・パスワードで行う。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへのログイン用のユーザIDは、管理者に対して
ユーザ登録を事前申請した者に限定して発行される。
・端末は、限定された者しかログインできない。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムにおける特定個人情報へのアクセスは、LGWAN
回線又はその他の閉域網回線経由の接続のみ認められるよう制御している。
・既存システム（各業務システム）から予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムへの連携は、
アクセス権限を持つ者のみ実施が可能となっている。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞

1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている
1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]



3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスクに対する措置の内容

・各種操作ログを取得しているため、業務外利用をした場合には特定可能であることを職員に周知し、
業務外利用を抑止している。
・全職員に対し、年に数回、個人情報保護に関するeラーニングを受講させ、業務外利用を防止してい
る。また、新規任用者に対し、研修を実施し、業務外利用を防止している。
・非正規職員には、契約時に、業務上知り得た情報の業務外利用の禁止に関する条項を含む誓約書
に、署名をしてもらっている。
・他市区町村や行政機関において、住民等の情報を業務外の目的で閲覧したり、住民等の情報を外
部に漏らしたりした者についての新聞記事等を、課内にて情報共有している。
・特定個人情報を取り扱う職員に対して、セキュリティに関する研修を行い、個人情報保護の重要性に
ついて教育するとともに、業務外での特定個人情報の取扱いの禁止等の指導を徹底することで、事務
外の使用を防止している。
・委託業務については、委託先との契約により、委託業者が従事者に対して情報セキュリティに関する
教育を行い、業務外での特定個人情報の取扱いの禁止を徹底する。江戸川区は、当該教育の実施に
ついて履行確認を行う。
・操作ログの追跡により不正アクセス者の特定が可能であることを周知徹底することで、コンプライアン
スの意識を高め、事務外での使用を防止する。
・サービス検索・電子申請機能へアクセスできる端末を制限する。
・外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機能から取得した個人番号付電子申請データ等のデータを
複製する場合、使用管理簿に記載し、複製する。なお、外部記憶媒体は限定されたUSBメモリ等のみ
を使用する。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・江戸川区は、特定個人情報を取り扱う職員に対して、セキュリティに関する研修を行い、個人情報保
護の重要性について教育するとともに、業務外での特定個人情報の取扱いの禁止等の指導を徹底す
ることで、事務外の使用を防止している。
・委託業務については、委託先との契約により、委託業者が従業者に対して情報セキュリティに関する
教育を行い、業務外での特定個人情報の取扱いの禁止を徹底する。江戸川区は、当該教育の実施に
ついて履行確認を行う。再委託先においても同様の取扱とする。
・江戸川区は、操作ログの追跡により不正アクセス者の特定が可能であることを周知徹底することで、
コンプライアンスの意識を高め、事務外での使用を防止する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・ユーザIDとともに、庁内ネットワークへのログイン、メールの送受信記録、外部媒体への出力、業務
サーバーへのアクセス等操作記録を、ログとして保管している。
・ユーザIDとともに、健康システム内での特定個人情報への登録、更新、削除、参照の操作記録を、ロ
グとして取得し、保管している。
・また、情報漏えい等が発生した場合には、当該操作に関わるログを確認できるようになっている。
・システム上の操作のログを取得し、操作ログを定期的に確認する。
・サービス検索・電子申請機能へのアクセスログ、システムへのアクセスログ、操作ログの記録を行
い、操作者個人を特定できるようにする。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置＞
・江戸川区は、システム上の操作のログを取得し、操作ログを定期的に確認する。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞]



 リスクに対する措置の内容

・バックアップファイルの作成は、入退室管理をしているデータセンタでの作業に限定され、また、バック
アップファイルの持ち出しは区による承認を必須としている。
・特定個人情報ファイルの外部媒体への出力は、特定の端末で行い、出力機器の一元管理、端末の
利用記録、データログの取得をし、誰がいつ使用したかを特定できるようにしている。
・システムにアクセスする職員について、当該職員が所掌する事務以外の情報は閲覧できない仕組み
としている。
・外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機能から取得した個人番号付電子申請データ等のデータを
複製する場合、使用管理簿に記載し、複製する。なお、外部記憶媒体は限定されたUSBメモリ等のみ
を使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・既存システム（各業務システム）から特定個人情報を抽出したCSVファイルを予診情報・予防接種記
録管理／請求支払システムへ登録する際は、作業を行う職員及び端末を必要最小限に限定する。
・江戸川区の既存システム（各業務システム）から予診情報・予防接種記録管理／請求支払システム
への特定個人情報の連携は、情報漏えいを防止するために暗号化された通信回線（LGWAN又はその
他の閉域網回線）を利用した接続のみが認められる。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムでは、権限のある者しか個人番号にはアクセスで
きないように制御している。
・システムにアクセスする職員について、当該職員が所掌する事務以外の情報は閲覧できない仕組み
としている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

] 委託しない

・委託仕様書に「受託者は、契約書及び「個人情報保護に関する特約条項」に基づき、個人情報の管
理と情報セキュリティについて、万全の対策措置を講ずること」と記載している。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
江戸川区は、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムの利用・情報連携業務及び運用保守
業務における特定個人情報の取扱いを東京都国保連合会に委託し、東京都国保連合会は国保中央
会に再委託することとする。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等編）に基づき、国保中央会の設備、
技術水準、従業者に対する監督・教育の状況等を事前に確認する。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託



 委託先から他者への
提供に関するルール
の内容及びルール遵
守の確認方法

・原則認めていないが、実施する場合には、以下を義務付けている。
・再委託先への特定個人情報の提供の際には、再委託先の必要性、選定基準、再委託先での委託管
理方法、再委託先のセキュリティ管理体制等を区側に報告してもらい、問題ないことが確認できれば、
承認している。
・必要に応じて、委託先事業者による再委託先事業者の管理が、当初のルールどおりに実施されてい
ることの報告を受ける。
・委託先（再委託も含む。）から他者への提供は行わない。
・江戸川区は委託契約に基づき、委託先（再委託先も含む。）から他者への提供が行われていないこと
を確認できる。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・委託先（再委託先及び再々委託先を含む。）から他者への提供は行わない。
・江戸川区は委託契約に基づき、委託先（再委託先及び再々委託先を含む。）から他者への提供が行
われていないことを確認できる。

 具体的な制限方法

・庁内、データセンタにて、委託先事業者が特定個人情報の閲覧、更新等を行う場合には、委託先事
業者向けのユーザIDを発行し、閲覧、更新等の処理を実施できる担当者を限定している。また、事前
に作業者名簿の提出も義務付けている。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業では、管理体制名簿の提出、入退室を管理をしている室内
での業務を実行し、ファイルへのアクセス資格・権限については、ユーザIDとパスワードにより制限して
いる。
・江戸川区がアクセス権限の管理状況を確認できる。
・アクセス権限を付与する者を必要最小限に限定する。
・アクセス権限を付与する範囲を必要最小限に限定する。
・アクセス権限を付与した者と権限の範囲を適切に管理する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・江戸川区がアクセス権限の管理状況を確認できる。
・江戸川区は、アクセス権限を付与する者を必要最小限に限定する。
・江戸川区は、アクセス権限を付与する範囲を必要最小限に限定する。
・江戸川区は、アクセス権限を付与した者と権限の範囲を適切に管理する。
※特定個人情報に係るアクセス権限は、再々委託先（PMHキー採番や運用保守）のみに付与される。

 特定個人情報ファイルの取
扱いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法

・庁内、データセンタでの作業においては、委託先事業者向けユーザIDに紐づく操作ログを取得するこ
とで、特定個人情報ファイルの取扱い記録を残している。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業では、作業場所の入退室管理を行い、特定個人情報ファイ
ルへのアクセス履歴を取得することで、不正なアクセスを防止している。
・特定個人情報の取り扱いのログを保存し、提供を求めることができる。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは特定個人情報の取り扱いのログを保存し、江戸
川区は特定個人情報に係る操作のログを閲覧・出力できる。
※再々委託先（PMHキー採番や運用保守）に係る特定個人情報の取扱いログに限られる。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

 特定個人情報ファイルの閲
覧者・更新者の制限

[ 制限している
2） 制限していない1） 制限している

＜選択肢＞]



 規定の内容

機密保持契約として以下を定めている。
・委託業務作業外の職員、第三者への提供、開示、漏えいの禁止。
・目的外利用の禁止。
・無断複製の禁止。
・契約終了後の返還、廃棄、消去。
・セキュリティ事故発生時の報告。
・安全管理体制の報告、資料提出。
・厳重な保管。
・再委託に係る規定。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
東京都国保連合会及び国保中央会は特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関
等編）を遵守し、委託契約書に以下の規定を設ける。
・秘密保持義務
・事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止
・特定個人情報の目的外利用の禁止
・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限
・特定個人情報ファイルの取扱いの記録
・特定個人情報の提供ルール/消去ルール
・再委託における条件
・再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの確保
・漏えい等事案が発生した場合の委託先の責任
・委託契約終了後の特定個人情報の消去
・特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
・従業者に対する監督・教育
・契約内容の遵守状況についての報告
・実地の監査、調査等に関する事項

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・庁内から委託先事業者へ提供した特定個人情報の消去は、契約履行完了時に、特定個人情報ファ
イルの返還、消去を義務付け、消去結果に係る報告書等の提出を義務付けている。
・委託契約終了後は保管していた全ての特定個人情報を消去する。
・特定個人情報を紙媒体で保管しない。
・委託契約書に基づき、消去について、江戸川区は報告を受けることができ、それにより消去状況につ
いて確認が可能となる。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・委託契約終了後は予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムに保管していた全ての特定個
人情報を国保中央会が消去する。
・特定個人情報を紙媒体で保管しない。
・委託契約書に基づき、江戸川区は消去について国保中央会から報告を受けることができ、それにより
消去状況について確認が可能となる。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[ ]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託元と委託先間の
提供に関するルール
の内容及びルール遵
守の確認方法

・データセンタから委託事業者へ特定個人情報を提供する場合には、匿名化を行って提供しているた
め、特定個人情報の提供には当たらない。
・電子媒体を提供する場合には、出力したデータを暗号化した上で提供し、運搬に当たっては施錠可能
なケースへ格納することを義務付けている。
・庁内から委託先事業者へ紙媒体での提供の際は、件数の確認をし、「受渡管理簿」にて管理を行って
いる。
・委託先には、業務上、最低限必要な範囲の特定個人情報のみを提供できる。それ以外の提供は一
切認められず、その旨を委託契約書にも明記する。
・江戸川区は委託契約に基づき、委託先（再委託先も含む。）から契約書で定められた範囲の特定個
人情報しか提供されていないことを確認できる。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・委託先（再委託先及び再々委託先を含む。）には、業務上、最低限必要な範囲の特定個人情報のみ
を提供できる。それ以外の提供は一切認められず、その旨を委託契約書にも明記する。
・江戸川区は委託契約に基づき、委託先（再委託先及び再々委託先を含む。）から契約書で定められ
た範囲の特定個人情報しか提供されていないことを確認できる。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている



 具体的な方法

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

] 提供・移転しない

[

○[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]

-

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 具体的な方法

・再委託が必要な場合は委託先から事前に再委託の必要性について書面で確認をし、承認を行って
いる。
・再委託を行う場合には、委託と同様の機密保持契約の遵守を規定しており、委託先から適宜報告を
受け、改善の必要がある場合には改善の指示を行い、改善結果の報告を受けている。
・再委託の相手方は、委託先が負っている本契約上の義務と同等の義務を負うことを委託契約書に定
める。
・点検は、セルフチェックを基本とし、必要に応じて訪問確認をする。
・点検後に改善事項があり、改善指示した場合は、改善状況のモニタリングを行う。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・再々委託の相手方は、委託先が負っている本契約上の義務と同等の義務を負うことを委託契約書に
定める。
・国保中央会が、再々委託先における特定個人情報ファイルの管理状況の定期的な点検（年１回程度
又は随時）を実施する。
・点検は、再々委託の相手方によるセルフチェックを基本とし、必要に応じて国保中央会が訪問確認を
行う。
・点検後に改善事項がある場合は、国保中央会が改善指示及び改善状況のモニタリングを行う。
・国保中央会は、点検結果について東京都国保連合会及び江戸川区に年１回報告を行う。

 その他の措置の内容

・委託契約書に以下の規定を設ける。
委託先は、従事者に対して情報セキュリティに関する教育を行い、業務外での特定個人情報の取扱い
の禁止を徹底する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・委託契約書に以下の規定を設ける。
委託先及び再委託先は、従業者に対して情報セキュリティに関する教育を行い、業務外での特定個人
情報の取扱いの禁止を徹底する。

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている]
4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞



 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜健康システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・情報照会処理については、当該事務の権限を有する職員のみに実施できるようにアクセス権限を設
定している。
・情報照会処理については、業務システム側で操作ログを記録しており、処理実施者、操作内容を把
握している。

＜健康システム、統合DBの運用における措置＞
・業務システムで記録している操作ログにより、目的外の入手が行われていないことを適宜確認してい
る。また、操作ログにより操作者、操作内容が把握可能である旨、広く関係者に周知している。
・番号法に定められている事務以外での情報照会は禁止されている旨、広く関係者内に周知してい
る。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報照会機能（※1）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※2）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つ
まり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリ
ティリスクに対応している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※3）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適
切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※1）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う
機能。
（※2）番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報
照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用す
るもの。
（※3）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
－

＜中間サーバー、統合DBの運用における措置＞
・情報提供等記録/アクセス記録、アクセスログ（ログイン認証、操作内容、特定個人情報アクセスロ
グ、アクセス時間、処理時刻等）、DBログを、適宜、確認している。
・また、中間サーバー側において、上記ログを取得しており、操作者、操作内容が把握可能である旨、
広く関係者に周知している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに
対する措置

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[

 リスクへの対策は十分か
[

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]



 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜健康システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・情報照会に当たっては、中間サーバーから入手した特定個人情報が統合DB、健康システムへの登
録の際に誤った状態で登録されることがないことを、検証工程で十分に確認しているため、入手に当
たって特定個人情報が不正確となることはない。

＜健康システムの運用における措置＞
－

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特
定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されてい
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
－

＜中間サーバーの運用における措置＞
－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスクに対する措置の内容

＜健康システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーと統合DB、健康システム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク及びサーバー間通信
に限定されるため、安全が確保されている。

＜健康システム、統合DBの運用における措置＞
－

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が
担保されている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。

＜中間サーバーの運用における措置＞
－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



 リスクに対する措置の内容

＜健康システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーと統合DB、健康システム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク及びサーバー間通信
に限定されるため、漏えい・紛失するリスクを排除している。

＜健康システム、統合DBの運用における措置＞
－

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め、漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
・既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
・情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信す
る特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになってい
る。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対
応している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
・中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害
対応等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特定個人情報へ
はアクセスすることはできない。

＜中間サーバーの運用における措置＞
－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク



3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜健康システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーと統合DB、健康システム間の連携は、LGWAN及びデータセンタ内のサーバー間通信
に限定している。

＜健康システム・統合ＤＢの運用における措置＞
－

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者か
ら受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、不適切な方法で提供され
るリスクに対応している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
・中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者においては、特定個人情報に
係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理し
ている。

＜中間サーバ―の運用における措置＞
－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
2） 十分である

＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

]

 リスクに対する措置の内容

＜健康システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・特定個人情報の提供は、原則、各システム間の自動連携に限定しているため、職員が意図的に不正
な提供を行うことを防止している。

＜健康システム、統合DBの運用における措置＞
・中間サーバー側に登録していない、自動応答を制限している等の場合、職員の操作により特定個人
情報を提供する場合には、情報提供に当たって上長承認を得た上で、健康システム、統合DBにて処
理を実行する運用を義務付けている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合
リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク
システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応し
た情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
・機微情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供
されるリスクに対応している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行
う機能。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
－

＜中間サーバーの運用における措置＞
・中間サーバー側で取得した情報提供に係るログを使って、不正な提供が行われていないことを、必要
に応じて確認する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜健康システム、統合DBのソフトウェアにおける措置＞
・情報提供に当たっては、健康システム、統合DBで作成した提供情報が誤った状態で作成されること
がないことを、検証工程で十分に確認しているため、提供に当たって特定個人情報が不正確となること
はない。

＜健康システム、統合DBの運用における措置＞
・中間サーバーへ登録した情報に誤りがあることが発覚した場合に備え、事前に定めた修正手順等に
沿って、修正作業を行うことを徹底している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情
報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手
に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備する
ことで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

＜中間サーバーの運用における措置＞
・中間サーバーへ登録した情報に誤りがあることが発覚した場合に備え、事前に定めた修正手順等に
沿って、修正作業を行うことを徹底している。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
－

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ①NISC政府機関統一基準群

＜選択肢＞

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

 ⑤物理的対策

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

特に力を入れて行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ②安全管理体制

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内
容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対
応している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総
合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を
確保している。
・中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者にお
ける情報漏えい等のリスクを極小化する。

＜江戸川区における措置＞
・業務システム、中間サーバー接続端末での情報照会、情報提供等を業務マニュアルに記載し、新規従業者に対して、年1回研修を
実施している。



 具体的な対策の内容

＜江戸川区における措置＞
・特定個人情報を保管するサーバーの設置場所では、入退室管理を行っている。
・特定個人情報を扱う職員が離席する際には、特定個人情報を記した書類は机上に放置せず、キャビ
ネットに施錠保管している。
・特定個人情報を取扱う端末は、セキュリティワイヤにより盗難防止を行い、特定個人情報を扱う職員
が離席する際には、時間経過によるロックを行い、ロック解除時はICカードで解除している。
・特定個人情報を含むデータを持ち出し、媒体に保管する場合は、セキュリティ管理者へ都度申請し承
認を受けるなどの運用ルールを定め、遵守している。
・特定個人情報を保管するサーバーに係る脅威に対して、無停電電源装置の設置、室温管理、ケーブ
ルの安全管理、耐震対策、防火措置、防水措置等を講じている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
中間サーバー･プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP)に登録さ
れたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
サービス事業者が実施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たしてい
る。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018の認証を受けている。
・日本国内でデータを保管している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたク
ラウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理す
る環境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行って
いる。
②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
 予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイド
ライン、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされてお
り、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）において登録されたサービスか、
ISO/IEC27017:2015又はCSマーク・ゴールドの認証を取得している者で、かつ、「政府情報システムに
おけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たすクラウドサービスを利用し
ているため、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインで求める物理的対策を満たしている。
　主に以下の物理的対策を講じている。
　・サーバ設置場所等への入退室記録管理、施錠管理
  ・日本国内にデータセンターが存在するクラウドサービスの利用



]
 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

＜江戸川区における措置＞
・ウィルス対策ソフトを導入し、定期的にパターンファイルの更新を行っている。
・OSやアプリケーション等に対するセキュリティ対策用修正ソフトウェア(いわゆるセキュリティパッチ)を
適用している。
・ファイアウォールにより、サーバーへのアクセスを制御している。
・日次でバックアップファイルを取得して、テープとディスクに記録している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行
うとともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP)に登
録されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、インターネットとは切り離された閉域
ネットワーク環境に構築する。
⑤中間サーバーのデータベースに保存される特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォームの事
業者及びクラウドサービス事業者がアクセスできないよう制御を講じる。
⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、
通信を暗号化することえ安全性を確保している。
⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、中間サーバー・プラットフォームの事業者において、
移行するデータを暗号化した上で、インターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の技術を利
用して通信を暗号化することでデータ移行を行う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基
準【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタル庁。以下「利用基準」という。）に規定する「ASP」をいう。以下同
じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助
者」をいう。以下同じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアク
ティビティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ロ
グ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を
24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新
を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミド
ルウエアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離
された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウド
への接続については、閉域ネットワークで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じ
る。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
 予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイド
ライン、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群に準拠した開発・運用がされてお
り、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）において登録されたサービスか、
ISO/IEC27017:2015又はCSマーク・ゴールドの認証を取得している者で、かつ、「政府情報システムに
おけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件を満たすクラウドサービスを利用し
ているため、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインで求める技術的対策を満たしている。
　主に以下の技術的対策を講じている。
　・予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムは論理的に区分された江戸川区の領域にデータ
を保管する。
　・当該領域のデータは、暗号化処理をする。
　・個人番号が含まれる領域はインターネットからアクセスできないように制御している。
　・国保中央会や医療機関及び住民からは特定個人情報にアクセスできないように制御している。
　・当該システムへの不正アクセスの防止のため、予診情報・予防接種記録管理／請求支払システム
は外部からの侵入検知・通知機能を備えている。
　・江戸川区の端末と予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムとの通信は暗号化を行うこと
により、通信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしている。
　・江戸川区の端末と予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムとの通信はLGWAN回線又は
閉域網VPN等に限定されている。
　・クラウドマネージドサービスを利用する場合においても、パブリッククラウド事業者は特定個人情報
にはアクセスできない。
  ・バックアップは地理的に十分に離れた拠点に保管することで、大規模なシステム障害や震災などの
発生によりデータが破損・消失しても、バックアップからデータを復元できるようにする。

特に力を入れて行っている[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞



 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

・個人番号、基本5情報、その他の住民票関係情報、生活保護情報、障害者福祉関係情報は、連携処
理の中で不具合が発生した場合、エラーとして検知できるように設定しているため、古い情報のまま保
存され続けることはない。
・住民からの申請に基づき、調査等を行い、正確な記録を確保するために必要な措置を講じている。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・本特定個人情報ファイルの個人情報は、住基及び住民登録外者の異動情報を取得し、内部番号を
基に最新の情報に反映されるため、古い情報のまま保管され続けるリスクは存在しない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
・データセンタ内のサーバで管理しており、生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施
している。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 ⑨過去３年以内に、評価実
施機関において、個人情報に
関する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容

①令和６年２月26日、区立中学校の学校給食調理業務を受託する業者の社員が、学校給食の調理内
容を指示する書類「調理室手配表」を12枚学校外で紛失したことが、同月27日に発覚した。紛失した書
類には、給食で食物アレルギー対応を必要とする生徒７人分の学年と学級、名字、アレルギーの原因
食物が記載されていた。
②令和６年８月27日、委託先の社会保険診療報酬支払基金において未処理となっていた再審査請求
レセプトの処理状況を把握しようとしたところ、当該紙レセプト（１件）が所在不明であることが発覚、捜
索の結果、誤って溶解処分したとの結論で同年９月９日に区に報告されたため、漏えいのおそれありと
した。
③令和６年11月５日、窓口対応の派遣事業者による都営交通無料乗車券の更新手続対応にあたり、
一時預かった身体障害者手帳及び無料乗車券を、元の相手ではなく別人に誤交付したため、同日回
収した。
④令和６年７月、学校の卒業アルバム作成を委託した会社が再委託した先がランサムウェア攻撃を受
け、児童等472人分の氏名及び写真データが流出したことが令和７年４月14日に区に報告され、発覚し
た。

 再発防止策の内容

①受託業者に対し、学校外に持ち出す際の個人情報の記載内容を精査するなど、個人情報の保護の
徹底を図るよう厳重に指導した。今後、受託業者に情報セキュリティ対策に関する研修を実施する。
②複数あった未処理紙レセプトの保管場所を一か所に集約する、業務処理標準マニュアルに基づく処
理を徹底し、紙レセプトの処理に係る取扱いに細心の注意を払うとともに、再審査紙レセプト管理ツー
ルにおいて未処理となっているレセプト情報とレセプト現物との照合確認を、担当者及び管理責任者の
ダブルチェックにより毎月確実に行う。
③名前で呼びかけず番号で呼びかけ、本人に名乗らせるという本人確認ルールを徹底する。
④委託先に対して、再委託業者を選定する際にはオフライン作業などのセキュリティ対策が徹底されて
いる業者を選定するよう指導した。また、今回の再委託先は契約を結ばないこととした。
5月20日に教育指導課長名で区立学校及び幼稚園に対し「学校（園）等における個人情報の適正な管
理について」を発出し、個人情報の取扱いについて注意喚起を行った。

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない

十分に行っている

十分に行っている

[

[



 手順の内容

・予診票等の紙媒体については、5年間保管した後、溶解処分をしている。
・ＣＤ等の電子媒体については、20年以上保管するが、消去する際は裁断し、データ復元が不可能な
状態にした上で処分を行う。
・健康システム上の特定個人情報の記録については、20年以上保管するが、消去する際は、個人番号
欄を空白若しくは全て０で表示させる等、個人番号が表示されないよう処置を行う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠した
プロセスにしたがって確実にデータを消去する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・消去が必要となった情報は内部手続を経て消去し、その記録を残す。
・不要となった特定個人情報は、削除用データの連携又は運用保守事業者に依頼して消去する。
・不要となったバックアップファイルは、ストレージに適用されたライフサイクルルールに基づき、保管さ
れたログ情報については、各オブジェクトの保管日（作成日）を起点として3年が経過した時点で、自動
的に削除される。

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている

－

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



 具体的なチェック方法

 具体的な内容

＜健康システムの運用における措置＞
年に1回、担当部署内において実施している自己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記載内容通
りの運用がなされていること」に係る内容を追加し、運用状況を確認する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期
的に自己点検を実施することとしている。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
　江戸川区は、情報セキュリティポリシーや特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に基
づき適切に職員等の当該システムの利用を管理し、必要な自己点検を行う。

＜運用その他個人情報ファイルの取扱いの適正性について＞
１、監査責任者である総務部長から委託された監査事業者が以下の観点により定期的に内部監査を
行う。
・評価書記載事項と運用状態のチェック
・個人情報保護に関する規定、体制整備
・個人情報保護に関する人的安全管理措置
・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育
・個人情報保護に関する技術的安全管理措置
２、監査の結果を踏まえ、体制や規定を改善していく。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしてい
る。
②政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP)に登録されたクラウドサービス事業者
は、定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラ
ウドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP
監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
　江戸川区は、情報セキュリティポリシーや特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に基
づき適切に職員等の当該システムの利用を管理し、必要な監査を行う。

 従業者に対する教育・啓発
＜選択肢＞

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 十分に行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的な方法

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

＜健康システムの運用における措置＞
・職員等（派遣職員、会計年度任用職員等を含む）に対して、個人情報保護に関する研修を行ってい
く。違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりう
る。
・委託業者に対しては、契約に個人情報保護に関する研修の実施、秘密保持に関する内容を含める
事を義務付けている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育
資材を作成し、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接
続運用規定等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施す
ることとしている。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務におけ
る追加措置>
・江戸川区は、情報セキュリティポリシーや特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に基
づき適切に職員等の当該システムの利用を管理し、適切な指導を行う。

3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

十分に行っている



＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP)に登録されたクラ
ウドサービス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用、監視を実現する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いに
ついて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに
起因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに
起因しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が
対応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払システムを活用した情報連携に係る予防接種事務における追加措置>
　江戸川区は、情報セキュリティポリシーや特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に基づき適切に当該システムを利
用し、万が一、障害や情報漏えいが生じた場合、適切な対応をとることができる体制を構築する。

 ３．その他のリスク対策



 ②対応方法
・問合せがあった場合、問合せの内容と対応の経過について記録を残す。
・情報漏えい等に関する問合せがあった場合は、実施機関において必要な対応を行い、総務部総務
課文書係に報告する。

 ⑤法令による特別の手続 －

 ⑥個人情報ファイル簿への
不記載等

－

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先
江戸川区健康部保健予防課
電話番号：03-5661-2464　　ファックス：03-3655-9925

 個人情報ファイル名 予防接種ファイル

 公表場所 総務部総務課文書係

 ④個人情報ファイル簿の公
表

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 特記事項 身分証明証等の提示により本人確認を行う。

 ③手数料等
[ 無料 ] ＜選択肢＞

1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法： ）

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
江戸川区健康部保健予防課
郵便番号 132-8507　江戸川区中央4-24-19／電話番号：03-5661-2464

 ②請求方法

自己情報（開示・訂正・利用停止）請求書を、特定個人情報を保有している主管課に提出することに
より受付ける。
ＵＲＬ：
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e009/kuseijoho/denshi/download/kusejoho/jouhoukoukai/jiko_jou
ho.html



4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間

江戸川区意見公募手続に関する要綱に基づき、意見公募手続きを実施し、広く住民等の意見を聴取
する。

 １．基礎項目評価

 ①実施日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映



 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

 ①実施日

 ②方法

 ３．第三者点検



Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム２
③他のシステムとの接続

[]その他（） [○]その他（健康システム） 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

予防接種の対象者を抽出し、予診票の発行歴
を管理する。
接種歴の取り込み処理を行い、接種記録を管
理する。
予防接種予診票の発行を行う。
接種証明書の発行を行う。
予防接種依頼書の発行を行う。
生活保護情報の確認を行う。
予防接種の対象者情報と接種情報を抽出し、
区の予約システムへ取込を行う。

予防接種の対象者を抽出し、予診票の発行歴
を管理する。
接種歴の取り込み処理を行い、接種記録を管
理する。
予防接種予診票の発行を行う。
接種済証等の発行を行う。
予防接種依頼書の発行を行う。
生活保護情報の確認を行う。
身体障害者手帳情報の確認を行う。
予防接種の対象者情報と接種情報を抽出し、
区の予約システムへ取込を行う。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務
②事務の内容

【予防接種事務全体の概要】
予防接種法（昭和23年6月30日号外法律第68
号）、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成24年5月11日号外法律第31号）等関連法
令等に基づき、対象者への接種勧奨、予防接
種の実費徴収、医療機関等での予防接種の
実施、医療機関への接種委託料の支払い、接
種記録の管理・保管、予防接種による健康被
害救済給付に関する事務を行っている。
＜取扱いの対象となる予防接種の種類＞
・Ａ類疾病に該当する定期の予防接種（予防接
種法第２条第２項）
・Ｂ類疾病に該当する定期の予防接種（予防接
種法第２条第３項）
・新型インフルエンザ等対策特別措置法の規
定により実施する予防接種
・江戸川区任意予防接種等実施要綱に基づく
任意予防接種

【予防接種事務全体の概要】
予防接種法（昭和23年6月30日号外法律第68
号）、新型インフルエンザ等対策特別措置法
（平成24年5月11日号外法律第31号）等関連法
令等に基づき、対象者への接種勧奨、予防接
種の実費徴収、医療機関等での予防接種の
実施、医療機関への接種委託料の支払い、接
種記録の管理・保管、予防接種による健康被
害救済給付に関する事務を行っている。
＜取扱いの対象となる予防接種の種類＞
・予防接種法第５条第１項に基づく予防接種
・予防接種法第６条第１項に基づく予防接種
・予防接種法第６条第３項に基づく予防接種
・新型インフルエンザ等対策特別措置法の規
定により実施する予防接種
・江戸川区任意予防接種等実施要綱に基づく
任意予防接種

事後
文言の修正であり、重要な変
更に当たらない

令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム１
②システムの機能

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム２
②システムの機能

１．住基情報の連携
：住基システムにおいて登録された異動情報を
各業務システムに提供する。

１．住基情報の連携
：住記システムにおいて登録された異動情報を
各業務システムに提供する。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
１．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務
②事務の内容

〇Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務
・情報連携のため、江戸川区は、Public
Medical Hub（PMH）へ本事務に係る対象者の
個人番号を含む対象者情報、予診票情報及び
接種記録の紐付け及び登録を行う。
・住民は、マイナポータル等を介して予診票情
報の入力、接種記録及び通知の取得/閲覧が
可能となる。
・住民が、予防接種時に、従来の紙の予診票
に代えて、マイナンバーカードをタブレットに搭
載された医療機関用アプリ又は医療機関のシ
ステムで用いることにより、医療機関において
住民が事前に入力した予診票情報、接種記録
の取得/閲覧/入力が可能となる。
・自治体は、医療機関から入力された予診票
情報、接種記録の取得及び住民への通知が
可能となる。

○予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務
・江戸川区は、情報連携のため、予診情報・予
防接種記録管理／請求支払システムへ本事
務に係る対象者の個人番号を含む対象者情
報、予診票情報及び接種記録の紐付け及び登
録を行う。
・住民は、マイナポータルを介して予診票情報
の入力並びに接種記録及び通知の取得/閲覧
が可能となる。
・住民が予防接種時に、従来の紙の予診票に
代えて、タブレットに搭載された医療機関用ア
プリにおいてマイナンバーカードを用いることに
より、医療機関は住民が事前に入力した予診
票情報、接種記録の取得/閲覧/入力が可能と
なる。
・江戸川区は、医療機関から入力された予診
票情報、接種記録の取得及び住民への通知
が可能となる。

事前 重要な変更

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６
②システムの機能

①雛形の登録
　予診票項目、通知文言等のひな形をPublic
Medical Hub（PMH）へ登録する。
②情報登録機能及びPMH-ID採番依頼機能等
　江戸川区で管理している個人番号、対象者
情報、予診票情報及び接種記録をPublic
Medical Hub（PMH）に登録し、社会保険診療報
酬支払基金（以下、「支払基金」という。）の医
療保険者等向け中間サーバーと連動し、
PMH-IDを自動採番する。すでにPMH-IDが採
番済みの個人番号であれば、採番は行わずに
既存のPMH-IDを利用する。

※下欄に続く

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務＞

①予防接種関連データの登録機能
　江戸川区は、健康システムからの情報連携
又は予診情報・予防接種記録管理／請求支払
システム画面への直接入力により、予診票項
目、接種勧奨における通知文言等の予防接種
関連データを予診情報・予防接種記録管理／
請求支払システムへ登録する。
②情報登録機能及びPMHキー採番依頼機能
等
　予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムは、江戸川区で管理している個人番号、
対象者情報、予診票情報及び接種記録を予診
情報・予防接種記録管理／請求支払システム
に登録する。また、Public Medical Hubを経由し
て社会保険診療報酬支払基金（以下、「支払
基金」という。）の医療保険者等向け中間サー
バーと連動し、PMHキーを自動採番する。すで
にPMHキーが採番済みの個人番号であれば、
採番は行わずに既存のPMHキーを利用する。

※下欄に続く

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

事前令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６
①システムの名称

Public Medical Hub　（PMH）
予診情報・予防接種記録管理／請求支払シス
テム

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム３
②システムの機能

４．既存システム接続機能
：中間サーバーと既存システム、統合ＤＢ及び
住基システムとの間で情報照会内容、情報提
供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得
のための情報等について連携するための機
能。

４．既存システム接続機能
：中間サーバーと既存システム、統合ＤＢ及び
住記システムとの間で情報照会内容、情報提
供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得
のための情報等について連携するための機
能。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム４
②システムの機能

１．機構への情報照会
：全国サーバーに対して住民票コード、個人番
号又は４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
の組合せをキーとした本人確認情報照会要求
を行い、該当する個人の本人確認情報を受領
する。
２．本人確認情報検索
：統合端末において入力された４情報の組合
せをキーに都道府県知事保存本人確認情報
ファイルを検索し、検索条件に該当する本人確
認情報の一覧を画面上に表示する。

１．機構への情報照会
：全国サーバーに対して住民票コード、個人番
号又は5情報（氏名、氏名のふりがな、住所、
性別、生年月日）の組合せをキーとした本人確
認情報照会要求を行い、該当する個人の本人
確認情報を受領する。
２．本人確認情報検索
：統合端末において入力された5情報の組合せ
をキーに都道府県知事保存本人確認情報ファ
イルを検索し、検索条件に該当する本人確認
情報の一覧を画面上に表示する。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６
②システムの機能

⑤情報連携機能（履歴照会回答システム）
　・識別子の格納機能
　　予診情報・予防接種記録管理／請求支払
システムは接種記録等の情報を予防接種DB
に連携し、予防接種DBにおいて予防接種の有
効性・安全性等の調査・研究を行う。予診情
報・予防接種記録管理／請求支払システムか
ら履歴照会回答システムにPMHキーを連携
し、履歴照会回答システムはオンライン資格確
認等システムから被保険者番号等を取得し、
履歴照会回答システム上で生成したID5をPMH
キーと紐づけて予診情報・予防接種記録管理
／請求支払システムに連携する。

令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６
③他のシステムとの接続

［○］その他（健康システム、マイナポータル、
医療保険者等向け中間サーバ―）

［○］その他（健康システム、マイナポータル、
医療機関アプリ、Public Medical Hub、履歴照
会回答システム、オンライン資格確認等システ
ム）

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６
②システムの機能

④情報連携機能（医療機関用アプリ）
　・識別子の格納機能
　　医療機関用アプリはマイナンバーカードの
電子証明書のシリアル番号を用いてマイナ
ポータル経由でPublic Medical Hub（PMH）に接
続する。医療機関用アプリからのPublic
Medical Hub（PMH）初回利用時に、マイナポー
タル上で生成されたPMH仮名識別子をPMH-
IDと紐付けてPublic Medical Hub（PMH）に格納
して保管する。
　・仮名識別子を利用した情報入力/提供機能
　　医療機関用アプリは、マイナンバーカードの
電子証明書のシリアル番号を用いてマイナ
ポータル経由で、Public Medical Hub（PMH）へ
PMH仮名識別子を利用した照会を行う。Public
Medical Hub（PMH）は、PMH仮名識別子から
PMH-IDを特定し、PMH-IDに紐付く予診票情
報を医療機関用アプリに提供する。また、医療
機関が接種記録の入力画面から情報を入力
することにより、Public Medical Hub（PMH）は
PMH仮名識別子からPMH-IDを特定し、PMH-
IDに紐付く接種記録を登録する。

④情報連携機能（医療機関用アプリ）
　・本人確認情報の格納機能
　　予防接種対象者が、顔認証端末又はマイ
ナ資格確認アプリを利用してマイナンバーカー
ドで認証及び同意することにより、オンライン資
格確認等システムを経由してPublic Medical
Hubに本人確認情報が格納される。
　・本人確認情報を利用した情報入力/提供機
能
　　医療機関用アプリは、予診情報・予防接種
記録管理／請求支払システムへ本人確認情
報を利用した照会を行う。予診情報・予防接種
記録管理／請求支払システムは、Public
Medical Hubから本人確認情報を取得し、本人
確認情報に紐付く予防接種対象者番号をキー
に予診票情報を医療機関用アプリに提供す
る。また、医療機関が接種記録の入力画面か
ら情報を入力することにより、予診情報・予防
接種記録管理／請求支払システムは予防接
種対象者番号からPMHキーを特定し、PMH
キーに紐付く接種記録を登録する。

※下欄に続く

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６
②システムの機能

③情報連携機能（マイナポータル）
　・識別子の格納機能
　　マイナポータルからのPublic Medical Hub
（PMH）初回利用時に、マイナポータル上で生
成されたPMH仮名識別子をPMH-IDと紐付けて
Public Medical Hub（PMH）に格納して保管す
る。
　・仮名識別子を利用した情報入力/提供機能
　　予防接種の対象者は、マイナポータルへロ
グインしてマイナンバーカードの電子証明書の
シリアル番号に紐付くPMH仮名識別子を利用
した照会を行う。Public Medical Hub（PMH）は、
PMH仮名識別子からPMH-IDを特定し、PMH-
IDに紐付く接種記録・通知をマイナポータルへ
提供する。また、マイナポータルへログインして
予診票の入力画面から情報を入力することに
より、Public Medical Hub（PMH）はPMH仮名識
別子からPMH-IDを特定し、PMH-IDに紐付く予
診票情報を登録する。

※下欄に続く

③情報連携機能（マイナポータル）
　・識別子の格納機能
　予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムは、マイナポータルからの予診情報・予
防接種記録管理／請求支払システム初回利
用時に、マイナポータル上で生成されたPMH
仮名識別子をPMHキーと紐付けて予診情報・
予防接種記録管理／請求支払システムに格
納して保管する。
　・仮名識別子を利用した情報入力/提供機能
　　予防接種の対象者は、マイナポータルへロ
グインしてマイナンバーカードの電子証明書の
シリアル番号に紐付くPMH仮名識別子を利用
した照会を行う。予診情報・予防接種記録管理
／請求支払システムは、PMH仮名識別子から
PMHキーを特定し、PMHキーに紐付く接種記
録・通知をマイナポータルへ提供する。また、
マイナポータルへログインして予診票の入力画
面から情報を入力することにより、予診情報・
予防接種記録管理／請求支払システムは
PMH仮名識別子からPMHキーを特定し、PMH
キーに紐付く予診票情報を登録する。

※下欄に続く

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

・【住民向け機能】自ら受けることができるサー
ビスをオンラインで検索及び申請ができる機能
・【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を
行った際の申請データ取得画面又は機能を、
地方公共団体へ公開する機能

事後

令和8年4月1日

Ⅰ基本情報
４．特定個人情報ファイルを
取り扱う理由
①事務実施上の必要性

・予防接種法等関連法令等に基づき、予防接
種時期に応じた既接種者及び未接種者の数を
確認し、管内における予防接種の実施状況に
ついて的確に把握するため。
・被接種者等への接種費用の助成に係る事務
を行うため。
・接種証明書等の発行業務を行うため。
・健康被害が発生した際に迅速な救済を図る
ため。

・予防接種法等関連法令等に基づき、予防接
種時期に応じた既接種者及び未接種者の数を
確認し、管内における予防接種の実施状況に
ついて的確に把握するため。
・被接種者等への接種費用の助成に係る事務
を行うため。
・接種済証等の発行業務を行うため。
・健康被害が発生した際に迅速な救済を図る
ため。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日 （別添１）事務の内容
予診情報・予防接種記録管理／請求支払シス
テムの内容を追加
副本登録の流れを明記

Ⅰ基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報提供の根拠】
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表25の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表26の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表27の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表153の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表154の項

【情報提供の根拠】
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表25の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表26の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表153の項
・番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表154の項

令和8年4月1日 （別添１）事務の内容

VII特定個人情報の登録・管理
⑲情報連携のため、江戸川区は、Public
Medical Hub（PMH）へ本事務に係る対象者の
個人番号を含む対象者情報、予診票情報及び
接種記録の紐付け及び登録を行う。（LGWAN
回線等経由）
⑳PMHから接種記録等、必要な情報をダウン
ロードし、既存システムへの取込、支払等の事
務処理を行う。

※下欄に続く

VII予防接種記録の副本登録
⑲予防接種情報を統合DB経由で中間サー
バーへ提供する。
VIII予診情報・予防接種記録管理／請求支払
システムを活用した情報連携に係る予防接種
事務
⑳特定個人情報の登録・管理
・江戸川区は、健康システムからの情報連携
又は予診情報・予防接種記録管理／請求支払
システム画面への直接入力により、予診情報・
予防接種記録管理／請求支払システムにおい
て対象者の個人番号を含む対象者情報と予防
接種管理情報の紐付け及び登録を行う
（LGWAN回線等経由）。
・江戸川区は予診情報・予防接種記録管理／
請求支払システムから接種記録等、必要な情
報を自動連携またはダウンロードし、健康管理
システム等への取込を行う。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムへ登録された個人情報へのアクセスは
適切に制御される。

※下欄に続く

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム７
②システムの機能

・【住民向け機能】自ら受けることができるサー
ビスをオンラインで検索及び申請ができる機能
・【地方公共団体向け機能】住民が電子申請を
行った際の申請データ取得画面又は機能を、
地方故郷団体へ公開する機能

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

事後
誤記の訂正であり、重要な変
更に当たらない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事後
リスクを軽減する修正であり、
重要な変更に当たらない

令和8年4月1日 （別添１）事務の内容

21PMHへ登録された個人情報へのアクセスは
適切に制御される。
VIIIPMH-ID採番
22PMHは、医療保険者等向け中間サーバーに
対してオンライン資格確認等システムとPMHが
連動するためのPMH-IDの採番処理を依頼し、
医療保険者等向け中間サーバーは、PMH-ID
を採番してPMHに回答する。医療保険者等向
け中間サーバーは、PMＨ-IDと紐付番号を紐
付けて、オンライン資格確認等システムへ連携
する。
23オンライン資格確認等システムは、紐付番
号をキーに仮名識別子とPMH-IDを紐付けて、
マイナポータルに連携する。マイナポータル
は、新たにPMH用の仮名識別子（PMH仮名識
別子）を生成し、シリアル番号、仮名識別子、
PMH-IDと紐付けて、PMHに連携する。（連携
後、マイナポータル上からPMH-IDは削除され
る。）以降、242526が可能となる。
IXマイナポータルへの通知
24PMHからマイナポータル経由で住民向けの
通知を行うため、識別子（PMH仮名識別子）と
通知情報を登録する。

※下欄に続く

㉑PMHキー採番
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムは、Public Medical Hubに対して個人番
号を連携することで、オンライン資格確認等シ
ステムと予診情報・予防接種記録管理／請求
支払システムが連動するためのPMHキーの採
番処理を依頼する。
・Public Medical Hubは、医療保険者等向け中
間サーバーを経由しPMHキーを採番して予診
情報・予防接種記録管理／請求支払システム
に回答する。
・医療保険者等向け中間サーバーは、PMH
キーと個人番号を紐付けて、PMHキーと紐付
番号をオンライン資格確認等システムへ連携
する。
・オンライン資格確認等システムは、紐付番号
をキーに仮名識別子とPMHキーを紐付けて、
マイナポータルに連携する。
・マイナポータルは、新たにPMH用の仮名識別
子（PMH仮名識別子）を生成し、シリアル番号、
仮名識別子、PMHキーと紐付けて、予診情報・
予防接種記録管理／請求支払システムに連
携する。（連携後、マイナポータル上からPMH
キーは削除される。）以降、㉒㉓㉔㉕が可能と
なる。
㉒マイナポータルへの通知
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムからマイナポータル経由で住民向けの
通知を行うため、江戸川区は予診情報・予防
接種記録管理／請求支払システムを利用して
マイナポータルに識別子（PMH仮名識別子）と
通知情報を登録する。

※下欄に続く

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
③対象となる本人の範囲

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法
等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長
が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼
を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない者。

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法
等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長
が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼
を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない、予防接種法等関連法令に定められる
予防接種の対象者

令和8年4月1日 （別添１）事務の内容

Xマイナポータルからの入力・取得（予診票・接
種記録）
25住民は、マイナポータル経由でPMHへの予
診票の事前入力や、PMHから接種記録や通知
情報を閲覧/取得する。
XI医療機関からの入力・取得（予診票・接種記
録）
26医療機関が医療機関用アプリを利用し、マイ
ナポータル経由で、接種時に住民から本人同
意を得て、事前入力された予診票及び接種記
録の閲覧/取得/入力を行う。

㉓マイナポータルからの入力・取得（予診票・
接種記録）
・住民は、マイナポータル経由で予診情報・予
防接種記録管理／請求支払システムへの予
診票の事前入力や、予診情報・予防接種記録
管理／請求支払システムから接種記録や通知
情報を閲覧/取得する。
㉔医療機関用アプリからの入力・取得（予診
票・接種記録）
・医療機関が医療機関用アプリを利用し、接種
時に住民からマイナンバーカードによる本人確
認を経て、事前入力された予診票及び接種記
録の閲覧/取得/入力を行う。
㉕ID5取得
・予防接種DBへの接種記録等の連携時に個
人を特定する識別子情報として、予診情報・予
防接種記録管理／請求支払システムが履歴
照会回答システム経由でID5を取得する。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

○定期的に入手する事務
・健康・医療関係情報：江戸川区内の医療機関
での接種記録関係情報を月１回医療機関より
取得。（江戸川区医師会加盟医療機関につい
ては江戸川区医師会を通じて月１回取得。）江
戸川区を除く特別区内の医療機関で江戸川区
民が接種した予防接種記録関係情報は、特別
区各区より年２回取得。
・現住者の住民票関係情報の取得に関する事
務　窓口開庁時間に疑似リアル連携。

※下欄に続く

○定期的に入手する事務
・健康・医療関係情報：江戸川区内の医療機関
での予防接種記録を月１回医療機関より取
得。（江戸川区医師会加盟医療機関について
は江戸川区医師会を通じて月１回取得。）江戸
川区を除く特別区内の医療機関での予防接種
記録は、特別区各区より年２回取得。
・現住者の住民票関係情報の取得に関する事
務　窓口開庁時間に疑似リアル連携。

※下欄に続く

事後
文言の修正であり、重要な変
更に当たらない

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
②入手方法

[○]その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム　福祉システム　医療保険者等向け中間
サーバー　医療機関用アプリ　マイナポータル
サービス検索・電子申請機能）

[○]その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム　福祉システム　Public Medical Hub　医療
機関用アプリ　マイナポータル　サービス検索・
電子申請機能）

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
④記録される項目
その妥当性

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

（追加）
・障害者福祉関係情報：日時連携で取得

※下欄に続く
事前

事後で足りるが
任意に事前に提出

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

・生活保護受給者の受給区分　日次連携で取
得

・生活保護・社会福祉関係情報：日次連携で取
得

事後
文言の修正であり、重要な変
更に当たらない

・個人番号、個人番号対応符号、その他識別
情報：対象者を正確に特定するために保有。
・4情報、その他住民票関係情報：対象者の接
種日時点の年齢、居住地等を把握するために
保有。
・健康・医療関係情報：接種した予防接種の種
類、ワクチン名、Lot№等を把握するために保
有。
・障害者福祉関係情報：B類疾病に該当する定
期の予防接種（予防接種法第２条第３項）にお
いて、接種対象者要件に該当するか把握する
ために保有。
・生活保護・社会福祉関係情報：B類疾病に該
当する定期の予防接種及び任意予防接種に
おいて、自己負担免除要件に該当するか把握
するために保有。
・識別情報（その他識別情報）
　　PMH-ID、PMH仮名識別子…PMHが、外部
と情報連携するために必要となる。
　　予防接種番号…PMH内で予防接種の種類
を区別するために必要となる。
　・業務関係情報（その他）
　　予防接種記録情報…（予防接種事務の適
切な実施にあたり必要となる情報を管理し、）
PMHが、外部と情報連携するために必要とな
る。

・個人番号、個人番号対応符号、その他識別
情報：対象者を正確に特定するために保有。
・5情報、その他住民票関係情報：対象者の接
種日時点の年齢、居住地等を把握するために
保有。
・健康・医療関係情報：接種した予防接種の種
類、ワクチン名、Lot№等を把握するために保
有。
・障害者福祉関係情報：B類疾病に該当する定
期の予防接種（予防接種法第２条第３項）にお
いて、接種対象者要件に該当するか把握する
ために保有。
・生活保護・社会福祉関係情報：B類疾病に該
当する定期の予防接種及び任意予防接種に
おいて、自己負担免除要件に該当するか把握
するために保有。
・識別情報（その他識別情報）
　　PMHキー、PMH仮名識別子、PMH連携
キー、予防接種対象者番号、ID5…予診情報・
予防接種記録管理／請求支払システムが、外
部と情報連携するために必要となる。
・業務関係情報（その他）
　　予防接種記録情報…（予防接種事務の適
切な実施にあたり必要となる情報を管理し、）
予診情報・予防接種記録管理／請求支払シス
テムが、外部と情報連携するために必要とな
る。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

○個別に対応する事務
・障害者福祉関係情報：B類疾病に該当する定
期の予防接種において、身体障害者手帳情報
を確認する目的で取得。
・転入者等の予防接種記録関係情報：情報
ネットワークシステムを使用して、他自治体に
情報照会する都度随時取得。
・定期の予防接種又は臨時の予防接種を受け
たことにより疾病にかかり、障害の状態となり、
又は死亡した場合に、健康被害救済の給付の
申請があった際に、本人より取得。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない児童への予防接種の実施依頼があった
際に本人（親権者）より取得。
・江戸川区長の依頼により、他自治体で予防
接種を受けた方の予防接種記録関係情報を依
頼先の自治体又は本人より取得。
・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
の交付のため、接種者から交付申請があった
場合であって接種記録の照会が必要になる都
度。

○個別に対応する事務
予防接種予診票や接種済証等の交付時や健
康被害救済制度の申請時等に都度取得。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

〇Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務
・PMH-IDの採番処理依頼時に都度、医療保険
者等向け中間サーバーから特定個人情報を入
手する。
・江戸川区がPMＨに登録した予診票のひな形
に対して、住民がマイナポータル等を介して接
種前に予診票情報を入力することにより個人
情報を入手し、事務・システムにおいて個人番
号と結びついて特定個人情報となる。
・接種時に、従来の紙の予診票に代えて、医療
機関のタブレットに搭載された医療機関用アプ
リを用いて、住民がマイナンバーカードで認証
して同意することにより、医療機関が入力した
予診票情報、接種記録を個人情報として入手
し、事務・システムにおいて個人番号と結びつ
いて特定個人情報となる。

○予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムがPMHキーの採番処理依頼時に都度、
Public Medical Hubから特定個人情報を入手す
る。
・江戸川区が予診情報・予防接種記録管理／
請求支払システムに登録した予診票のひな形
に対して、住民が接種前にマイナポータル等を
介して予診票情報を入力することにより、江戸
川区が個人情報を入手し、予診情報・予防接
種記録管理／請求支払システムにおいて個人
番号と結びついて特定個人情報となる。
・接種時に、医療機関のタブレットに搭載され
た医療機関用アプリ又は医療機関での顔認証
端末を用いて、住民がマイナンバーカードで認
証することにより、医療機関が入力した予診票
情報、接種記録を個人情報として入手し、予診
情報・予防接種記録管理／請求支払システム
において個人番号と結びついて特定個人情報
となる。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

・予防接種記録関係情報については、予防接
種法第９条の３及び予防接種法施行規則（昭
和23年厚生省令第36号）第３条に示されてると
おり記録・保管する目的で取得している。
・住民票関係情報については、本人情報確
認、本人情報入力に係る事務処理負荷軽減の
ため、庁内連携システムを利用して取得してい
る。
・生活保護情報については「江戸川区Ｂ類疾病
予防接種実施要綱」及び「江戸川区任意予防
接種等実施要綱」に記されている対象者要件
に該当するか確認するために取得している。
・身体障害者手帳情報については「江戸川区Ｂ
類疾病予防接種実施要綱」に記されている対
象者要件に該当するか確認するために取得し
ている。
・予防接種健康被害発生時の給付の申請情報
については、予防接種法施行規則第10条・11
条に基づいて取得している。

・健康・医療関係情報については、予防接種法
第９条の３及び予防接種法施行規則（昭和23
年厚生省令第36号）第３条に示されてるとおり
記録・保管する目的で取得している。
・住民票関係情報については、本人情報確
認、本人情報入力に係る事務処理負荷軽減の
ため、庁内連携システムを利用して取得してい
る。
・障害者福祉関係情報については「江戸川区Ｂ
類疾病予防接種実施要綱」に記されている対
象者要件に該当するか確認するために取得し
ている。
・生活保護・社会福祉関係情報については「江
戸川区Ｂ類疾病予防接種実施要綱」及び「江
戸川区任意予防接種等実施要綱」に記されて
いる対象者要件に該当するか確認するために
取得している。
・予防接種健康被害発生時の給付の申請情報
については、予防接種法施行規則に基づいて
取得している。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

（PMH-ID採番処理依頼時に入手される特定個
人情報）
・外部との情報連携のため、PMH-IDの採番処
理依頼時に医療保険者等向け中間サーバー
から自動的に入手される。
（その他：個人情報として入手し、事務・システ
ムにおいて個人番号と結び付き特定個人情報
となる情報）
入手にあたって、既存事務と同様に予診票の
事前入力する事項については、本人又は本人
の代理人から情報を入手し、予診票の医師記
入欄及び接種記録については、予防接種を実
施する医療機関から入手する必要がある。
・予診票の事前入力のオンライン化により、住
民の利便性の向上が図られる。マイナポータ
ルではマイナンバーカードによる認証（本人確
認）の後、本人又は本人の代理人の同意に基
づいて入力され、入力した情報は、接種を受託
する医療機関で確認され、接種の可否を判断
する。
・医療機関では、タブレットに搭載された医療
機関用アプリを用いた予診票の確認・接種記
録のオンライン化により住民及び医療機関で
の利便性の向上及び、情報の入手期間が短
縮されることにより行政事務の効率化が図られ
る。医療機関での本人確認後、医療機関用ア
プリを用いて本人又は本人の代理人がマイナ
ンバーカードで認証して同意することにより、予
診票情報を確認して予診・問診を行い、接種後
に接種記録の入力を行う。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務>
（PMHキー採番処理依頼時に入手される特定
個人情報）
・特定個人情報は、外部との情報連携のため、
PMHキーの採番処理依頼時にPublic Medical
Hubを経由して医療保険者等向け中間サー
バーから自動的に入手される。
（その他：個人情報として入手し、予診情報・予
防接種記録管理／請求支払システムにおいて
個人番号と結び付き特定個人情報となる情
報）
江戸川区が入手する特定個人情報のうち、既
存事務と同様に予診票に事前入力される事項
は、本人又は本人の代理人から情報を入手
し、予診票の医師記入欄及び接種記録は、予
防接種を実施する医療機関から入手する。
・予診票の事前入力のオンライン化により、住
民の利便性の向上が図られる。マイナポータ
ルではマイナンバーカードによる認証（本人確
認）の後、本人又は本人の代理人の同意に基
づいて情報が入力される。接種を受託する医
療機関は、当該情報確認し、接種の可否を判
断する。

※下欄に続く

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

・予防接種記録関係情報については、予防接
種法等関連法令（予防接種法第９条の３及び
予防接種法施行規則第３条）に、区市町村が
予防接種に関する記録の作成・保管する義務
が明記されており、予防接種予診票において
も、接種済の予診票が区に提出されることを明
記し、本人（親権者）から署名を得た上で取得
している。
・住民票関係情報は、住民基本台帳法（昭和
42年法律第81号）第1条の規定に基づき取得・
利用している。
・生活保護情報及び身体障害者手帳情報につ
いては、江戸川区個人番号の利用に関する条
例第4条第1項の規定に基づき取得・利用して
いる。
・生活保護情報については「江戸川区Ｂ類疾病
予防接種実施要綱」及び「江戸川区任意予防
接種等実施要綱」で自己負担金免除の要件と
して示している。
・身体障害者手帳情報については「江戸川区Ｂ
類疾病予防接種実施要綱」で、対象機能障害
種別及び等級を示している。
・予防接種健康被害発生時の給付の申請関係
情報の取得については、予防接種法施行規則
第10条・11条に明記されている。

※下欄に続く

・健康・医療関係情報については、予防接種法
等関連法令（予防接種法第９条の３及び予防
接種法施行規則第３条）に、区市町村が予防
接種に関する記録を作成・保管する義務が明
記されており、予防接種予診票においても、接
種済の予診票が区に提出されることを明記し、
本人（親権者）から署名を得た上で取得してい
る。
・住民票関係情報は、住民基本台帳法（昭和
42年法律第81号）第1条の規定に基づき取得・
利用している。
・生活保護・社会福祉関係情報については、江
戸川区個人番号の利用に関する条例第4条第
1項の規定に基づき取得・利用しており、「江戸
川区Ｂ類疾病予防接種実施要綱」及び「江戸
川区任意予防接種等実施要綱」で自己負担金
免除の要件として示している。
・障害者福祉関係情報については、江戸川区
個人番号の利用に関する条例第4条第1項の
規定に基づき取得・利用しており、「江戸川区Ｂ
類疾病予防接種実施要綱」で、対象機能障害
種別及び等級を示している。
・予防接種健康被害発生時の給付の申請関係
情報の取得については、予防接種法施行規則
に明記されている。

※下欄に続く

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

・医療機関において、タブレットに搭載された医
療機関用アプリを用いた予診票の確認・接種
記録がオンライン化されることにより住民及び
医療機関の利便性の向上が図られる。また、
情報の入手期間が短縮されることにより行政
事務の効率化が図られる。医療機関での本人
確認後、医療機関用アプリ又は顔認証端末を
用いて本人又は本人の代理人がマイナンバー
カードで認証することにより、医療機関が予診
票情報を確認して予診・問診を行い、接種後に
接種記録の入力を行う。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ　予防接種の対象者抽出
・生年月日、接種歴から予防接種の対象者を
抽出し、抽出した情報を外部委託業者へ提供
し、予防接種予診票の印刷・封入封緘を依頼
する。

Ⅱ　予防接種の接種記録の管理
・医療機関等より取得した予防接種記録を、予
防接種法施行規則第３条に基づき健康システ
ム内で保管し、不適切な予防接種を防ぐため、
予防接種の実施状況を参照するために管理・
使用する。
・医療機関での接種歴入手に当たっては、まず
本人に発行した予診票をもって医療機関で予
防接種を行い、その後医療機関若しくは江戸
川区医師会から接種済予診票を回収する。そ
の後、回収した接種済予診票の記録をデータ
に起こしてシステムに取り込み作業を行う。

Ⅲ　健康被害の救済措置
・予防接種による健康被害が発生した際、接種
状況等を的確に把握し、迅速な救済を図ること
を目的として使用する。

※下欄に続く

Ⅰ　予防接種関係の帳票類作成
・対象者の予防接種関係の帳票類を作成す
る。

Ⅱ　予防接種の接種記録の管理
・医療機関等より取得した予防接種記録を、予
防接種法施行規則第３条に基づき健康システ
ム内で保管し、不適切な予防接種を防ぐため、
予防接種の実施状況を参照するために管理・
使用する。
・医療機関での接種歴入手に当たっては、まず
本人に発行した予診票をもって医療機関で予
防接種を行い、その後医療機関若しくは江戸
川区医師会から接種済予診票を回収する。そ
の後、回収した接種済予診票の記録をデータ
に起こしてシステムに取り込み作業を行う。

Ⅲ　健康被害の救済措置
・予防接種による健康被害が発生した際、接種
状況等を的確に把握し、迅速な救済を図ること
を目的として使用する。

※下欄に続く

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法

Ⅳ　生活保護情報の確認
・健康システムにて生活保護情報を確認し、受
給を確認できた者に自己負担を免除した予防
接種予診票を発行する。

Ⅴ　身体障害者手帳確認
・福祉システムから身体障害者手帳の状況を
確認し、対象者要件を満たす者に予防接種予
診票を発行する。

Ⅵ　新型コロナウイルス感染症対策に係る予
防接種事務
・江戸川区への転入者について、転出元市町
村へ接種記録を照会するとともに、接種券の
発行のために特定個人情報を使用する。
・江戸川区からの転出者について、転出先市
町村へ江戸川区での接種記録を提供するため
に特定個人情報を使用する。
・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
の交付の際、接種記録を照会するために特定
個人情報を使用する。

※下欄に続く

Ⅳ　予防接種の自己負担免除要件の確認
・B類疾病に該当する定期の予防接種及び任
意予防接種において、生活保護・社会福祉関
係情報により、自己負担免除要件に該当する
かを確認する。

Ⅴ　接種対象者要件の確認
・B類疾病に該当する定期の予防接種におい
て、障害者福祉関係情報により、接種対象要
件に該当するかを確認する。

※下欄に続く

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

・他自治体で予防接種を実施する際の接種記
録関係情報の入手について、他自治体から取
得する場合は、区発行の依頼文に、実施した
予防接種記録について依頼先自治体より報告
を受けることを明記している。本人から取得す
る場合は、利用目的を本人に明示する。
・新型コロナウイルス感染症対策に係る予防
接種事務については、接種者からの同意を得
て入手する。
・接種者からの接種証明書の交付申請に合わ
せて本人から入手する。
・本人又は本人の代理人から入手する情報に
ついては、利用目的を明示した上で入手してい
る。マイナポータル及び医療機関用アプリで
は、本人又は本人の代理人が画面に表示され
た利用目的を確認して、同意することにより入
手する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務>
・本人又は本人の代理人から入手する情報に
ついては、利用目的を明示した上で入手してい
る。マイナポータル及び医療機関用アプリで
は、本人又は本人の代理人が画面に表示され
た利用目的を確認して、同意することにより入
手する。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法

VII　Public Medical Hub（PMH）を活用した情報
連携に係る予防接種事務
・情報連携のため、江戸川区は、Public
Medical Hub（PMH）へ本事務に係る対象者の
個人番号を含む対象者情報、予診票情報及び
接種記録の紐付け及び登録を行う。
・登録後、Public Medical Hub（PMH）は、医療
保険者等向け中間サーバーに対してオンライ
ン資格確認等システムとPublic Medical Hub
（PMH）が連動するためのPMH-IDの採番処理
を依頼し、医療保険者等向け中間サーバー
は、情報連携用の識別子としてPMH-IDを採番
して個人番号と共にPublic Medical Hub（PMH）
に応答する。なお、採番処理時には、Public
Medical Hub（PMH）が保有する個人番号及び
基本情報（カナ、氏名、生年月日、性別、住所）
と支払基金が医療保険者等向け中間サー
バーで保有する個人番号及び基本情報とを突
合する誤りチェック機能で紐付け誤りを防ぐこ
とが可能となる。（当該機能は、R６年度中に実
装予定）
・PMH-IDが、個人情報として医療保険者等向
け中間サーバーから既存の紐付番号とともに
オンライン資格確認等システムに連携され、更
にマイナポータルで生成されたPMH仮名識別
子がマイナポータルとPublic Medical Hub
（PMH）で共有されることでPublic Medical Hub
（PMH）からマイナポータルへの通知、マイナ
ポータルや医療機関用アプリ（マイナポータル
経由）からPublic Medical Hub（PMH）の予診票
情報及び接種記録の取得/閲覧/入力等といっ
た情報連携が可能となる。

VI　予診情報・予防接種記録管理／請求支払
システムを活用した情報連携に係る予防接種
事務
・情報連携のため、江戸川区は、予診情報・予
防接種記録管理／請求支払システムへ本事
務に係る対象者の個人番号を含む対象者情
報、予診票情報及び予防接種管理情報の紐
付け及び登録を行う。
・登録後、予診情報・予防接種記録管理／請
求支払システムは、Public Medical Hubに対し
てオンライン資格確認等システムと予診情報・
予防接種記録管理／請求支払システムが連
動するためのPMHキーの採番処理を依頼し、
医療保険者等向け中間サーバーは、情報連携
用の識別子としてPMHキーを採番して個人番
号と共にPublic Medical Hubを経由して予診情
報・予防接種記録管理／請求支払システムに
応答する。
・PMHキーが、個人情報として医療保険者等向
け中間サーバーから既存の紐付番号とともに
オンライン資格確認等システムに連携され、更
にマイナポータルで生成されたPMH仮名識別
子がマイナポータルと予診情報・予防接種記
録管理／請求支払システムで共有されること
で予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムからマイナポータルへの通知、マイナ
ポータルや医療機関用アプリから予診情報・予
防接種記録管理／請求支払システムの予診
票情報及び接種記録の取得/閲覧/入力等と
いった情報連携が可能となる。

再委託しない 再委託する 事前

事前 重要な変更

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

重要な変更

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法
情報の突合

（１）住民票関係情報と医療関係情報を突合し
て、接種記録を確認し、対象者の抽出を行う。
（２）住民票関係情報と医療関係情報を突合し
て、接種記録を確認し、対象者に給付を行う。
（３）住民票関係情報と福祉関係情報を突合し
て、身体障害者手帳の発行状況を確認する。
（４）住民票関係情報と生活保護情報を突合し
て、生活保護受給情報を確認する。
（５）PMH-IDの採番処理時には、Public
Medical Hub（PMH）が保有する個人番号及び
基本情報（カナ、氏名、生年月日、性別、住所）
と支払基金の医療保険者等向け中間サー
バーで保有する個人番号及び基本情報とを突
合する誤りチェック機能で紐付け誤りを防ぐこ
とが可能となる。（当該機能は、R６年度中に実
装予定）

（１）住民票関係情報と健康・医療関係情報を
突合して、接種記録を確認し、対象者の抽出を
行う。
（２）住民票関係情報と健康・医療関係情報を
突合して、接種記録を確認し、対象者に給付を
行う。
（３）住民票関係情報と障害者福祉関係情報を
突合して、身体障害者手帳の発行状況を確認
する。
（４）住民票関係情報と生活保護・社会福祉関
係情報を突合して、受給情報を確認する。

事後
文言の修正であり、重要な変
更に当たらない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法
情報の統計分析

（１）以下を行っているが、特定の個人を判別す
るような情報の統計や分析は行っていない。
・厚生労働省への接種状況報告
（２）新型コロナウイルス感染症対策に係る予
防接種事務においては、特定の個人を判別す
るような情報の統計や分析は行っていない。
（３）特定の個人を判別するような情報の統計
や分析は行わない。

特定の個人を判別するような情報の統計や分
析は行っていない。

事後
文言の修正であり、重要な変
更に当たらない

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑦再委託の有無

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法
等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長
が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼
を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない児童。

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法
等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長
が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼
を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない、予防接種法等関連法令に定められる
予防接種の対象者

事後
リスクを軽減する修正であり、
重要な変更に当たらない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３
①委託内容

Public Medical Hub（PMH）の利用・情報連携業
務及び運用保守業務

予診情報・予防接種記録管理／請求支払シス
テムの利用・情報連携業務及び運用保守業務

事前

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受
け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制
等

事前

令和8年4月1日
事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３
②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法
等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長
が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼
を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない児童。

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法
等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長
が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼
を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない、予防接種法等関連法令に定められる
予防接種の対象者

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３

Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連携
に係る予防接種の事務における特定個人情報
ファイルの一部の取扱

予診情報・予防接種記録管理／請求支払シス
テムを活用した情報連携に係る各事務におけ
る特定個人情報ファイルの一部の取扱

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項１
⑨再委託事項

事案に応じて、適宜調整。 事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３
②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
その妥当性

Public Medical Hub（PMH）は国（デジタル庁）
が構築し、希望する江戸川区が利用するが、
その適切な管理のため運用保守、PMH-IDの
採番において特定個人情報ファイルを取り扱う
必要がある。
ただし、PMHに格納された特定個人情報は、
自動処理により再委託先に情報連携されるた
め、国（デジタル庁）は特定個人情報にアクセ
スすることはない。

予診情報・予防接種記録管理／請求支払シス
テムは公益社団法人国民健康保険中央会（以
下、国保中央会という。）が構築し、希望する市
区町村が利用するが、その適切な管理のため
運用保守、PMHキーの採番において特定個人
情報ファイルを取り扱う必要がある。
ただし、予診情報・予防接種記録管理／請求
支払システムに格納された特定個人情報は、
自動処理により再々委託先（これ以降の全て
の委託を含む。以下、同じ。）に情報連携され
るため、東京都国民健康保険団体連合会（以
下、東京都国保連合会という。）及び国保中央
会は特定個人情報にアクセスすることはない。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法
等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長
が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼
を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない児童。

・江戸川区に住民票登録があり、予防接種法
等関連法令に定められる予防接種の対象者。
・江戸川区に住民票登録があり、江戸川区長
が行う任意の予防接種の対象者。
・他自治体の長より定期予防接種の実施依頼
を受けた者。
・江戸川区に居住する戸籍及び住民票に記載
のない、予防接種法等関連法令に定められる
予防接種の対象者

事後
リスクを軽減する修正であり、
重要な変更に当たらない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項２
②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の
表154の項

事後

予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３
条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく
主務省令第2条の表154の項に掲げる事項）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先２
①法令上の根拠

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の
表27の項

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の
表26の項

事後

事前

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３
再委託
⑨再委託事項

・Public Medical Hub（PMH）の運用保守
・PMH-IDの採番及びPMH-IDを介した医療機
関用アプリ・マイナポータルへの情報連携
　※情報連携はPMH-IDを介して行うため、特
定個人情報を取り扱わない。

・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムの運用保守
・PMHキーの採番及びPMHキーを介した医療
機関用アプリ・マイナポータルへの情報連携
　※情報連携はPMHキーを介して行うため、特
定個人情報を取り扱わない。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先２
③提供する情報

予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３
条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく
主務省令第2条の表27の項に掲げる事項）

予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３
条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく
主務省令第2条の表26の項に掲げる事項）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先４
①法令上の根拠

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の
表26の項

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の
表153の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先４
③提供する情報

予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３
条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく
主務省令第2条の表26の項に掲げる事項）

予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３
条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく
主務省令第2条の表153の項に掲げる事項）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先５
③提供する情報

予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３
条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく
主務省令第2条の表153の項に掲げる事項）

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先２

市町村長 都道府県知事 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

国（デジタル庁） 東京都国保連合会
事後で足りるが
任意に事前に提出

事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３
⑤委託先名の確認方法

下記、「⑥委託先名」の項の記載より確認でき
る。

江戸川区情報公開条例上の開示請求に基づ
き、公開している。

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先５

都道府県知事 厚生労働大臣 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先５
①法令上の根拠

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の
表153の項



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先６
②提供先における用途

予防接種に関する記録の作成 削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先６
③提供する情報

予防接種記録情報（予防接種法施行規則第３
条に掲げる事項、番号法第19条第8号に基づく
主務省令第2条の表154の項に掲げる事項）

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先６

厚生労働大臣 削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先６
①法令上の根拠

番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条の
表154の項

削除 事後

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先６
④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満 削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先６
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先６
⑥提供方法

情報提供ネットワークシステム 削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先６
⑦時期・頻度

事前 重要な変更

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所

<Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る措置>
・江戸川区の領域に保管されたデータのみ、
Public Medical Hub（PMH）を用いて消去するこ
とができる。
・江戸川区の領域に保管されたデータは、他機
関から消去できない。
※クラウドサービスは、IaaSを利用し、クラウド
サービス事業者からはデータにアクセスできな
いため、
   消去することができない。
・不要となった特定個人情報は、削除用データ
の連携又は運用保守事業者に依頼して消去
する。
・不要となったバックアップファイルは、古いも
のから順に自動削除される。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務>
予診情報・予防接種記録管理／請求支払シス
テムは、特定個人情報の適正な取扱いに関す
るガイドライン、政府機関等のサイバーセキュ
リティ対策のための統一基準群に準拠した開
発・運用がされており、政府情報システムのた
めのセキュリティ評価制度（ISMAP）において登
録されたサービスか、ISO/IEC27017:2015又は
CSマーク・ゴールドの認証を取得している者
で、かつ、「政府情報システムにおけるクラウド
サービスの利用に係る基本方針」等による各
種条件を満たすクラウドサービスを利用してい
る。なお、以下のとおりセキュリティ対策を講じ
ている。
・サーバ設置場所等への入退室記録管理、施
錠管理
・論理的に区分された江戸川区の領域にデー
タを保管する。
・当該領域のデータは、暗号化処理をする。
・個人番号が含まれる領域はインターネットか
らアクセスできないように制御している。
・国保中央会や医療機関及び住民からは特定
個人情報にアクセスできないように制御してい
る。
・日本国内にデータセンターが存在するクラウ
ドサービスを利用している。

他自治体より情報照会があった都度 削除

予防接種法等関連法令に定められる予防接
種を実施した者

削除 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
５．特定個人情報の提供・移
転
提供先５
⑦時期・頻度

他自治体より情報照会があった都度 情報照会があった都度 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク１
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・江戸川区民の個人番号、基本4情報、その他
の住民票関係情報の入手方法は、住記システ
ムにて入力した情報を、統合DB経由で予め定
められたインタフェース仕様に基づき、取得す
る方法に限定されるため、必要な情報以外の
情報を入手することはない。
・江戸川区民の生活保護情報の入手方法は、
生保システムにて入力した情報を、統合DB経
由で予め定められたインタフェース仕様に基づ
き、取得する方法に限定されるため、必要な情
報以外の情報を入手することはない。
・身体障害者手帳情報の入手方法は、福祉シ
ステムの身体障害者手帳情報以外を閲覧しな
いよう運用上限定しているため、必要な情報以
外を入手することはない。
・住民、他自治体、医療機関等から入手する申
請情報・予防接種情報は、1件ごとに基本4情
報等を確認の上、対象者以外の情報を入手し
ないように精査している。
・市町村コミュニケーションサーバー（以下「市
町村ＣＳ」という。）からの住基情報の入手は、
事前に健康システムに登録されている住民に
関する情報の入手に、運用上限定している。

※下欄に続く

・個人番号、基本5情報、その他の住民票関係
情報の入手方法は、住記システムにて入力し
た情報を統合DB経由で取得する方法に限定さ
れるため、対象者以外の情報を入手すること
はない。
・生活保護・社会福祉関係情報の入手方法
は、生保システムにて入力した情報を統合DB
経由で取得する方法、主管部署に提供を依頼
する方法又は本人から取得する方法に限定さ
れるため、対象者以外の情報を入手すること
はない。
・障害者福祉関係情報の入手方法は、福祉シ
ステムにて入力した情報を統合DB経由で取得
する方法、主管部署に提供を依頼する方法、
本人から取得する方法又は基本5情報等を確
認した上での福祉システムで確認する方法に
限定されるため、対象者以外の情報を入手す
ることはない。
・住民、他自治体、医療機関等から入手する申
請情報・予防接種情報は、1件ごとに基本5情
報等を確認の上、対象者以外の情報を入手し
ないように精査している。
・市町村コミュニケーションサーバー（以下「市
町村ＣＳ」という。）からの住基情報の入手は、
事前に健康システムに登録されている住民に
関する情報の入手に、運用上限定している。

※下欄に続く

事前 重要な変更

〇Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加の記録項
目
個人番号/PMH-ID/PMH仮名識別子/基本５
情報（カナ・氏名・住所・生年月日・性別）/自治
体コード/自治体業務ID/連携ファイル名/連携
日時/連携処理ステータス/エラー内容/制御フ
ラグ（リカバリー/不開示/閲覧停止)/変更区分
/消除の異動日/その他管理番号・ID等（予防
接種対象者番号）/機関マスタID/機関ユー
ザーID/メールアドレス/ユーザー氏名/ユー
ザー区分/ユーザー権限ID/個人番号閲覧可
能フラグ/ユーザー削除フラグ/項目ID/管理
ID/更新日時/回答ID/回答内容/回答処理ス
テータス/回答日時/接種不可フラグ/予防接
種予定勧奨ID/予防接種設定ID/予防接種予
定ID/組み合わせ番号/強制失効日/勧奨情報
（ルールID、勧奨日）/予防接種記録ID/予防接
種予定ID/履歴ID/接種日/接種同意フラグ/医
療機関コード/医師名/実施区分/接種区分
/GTINコード/ワクチンメーカー名/ワクチン名/
ロット番号/接種量/ワクチン有効期限/特別の
事情/更新日時/最新/削除フラグ

○予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における記録項目
(1)対象者情報
個人番号/PMHキー/PMH仮名識別子/基本５
情報（カナ・氏名・住所・生年月日・性別）/保護
者氏名/自治体コード/自治体業務ID/連携ファ
イル名/連携日時/連携処理ステータス/エラー
内容/制御フラグ（リカバリー・不開示・閲覧停
止)/変更区分/消除の異動日/その他管理番
号・ID等（予防接種対象者番号）/その他区分
等（接種対象者区分・減免区分）
(2)ユーザー情報
機関マスタID/機関ユーザーID/メールアドレス
/ユーザー氏名/ユーザー区分/ユーザー権限
ID/個人番号閲覧可能フラグ/ユーザー削除フ
ラグ
(3)予診票情報
項目ID/管理ID/更新日時/回答ID/回答内容/
回答処理ステータス/回答日時/接種不可フラ
グ/予防接種設定ID/予防接種管理ID/組み合
わせ番号/強制失効日/勧奨情報（ルールID、
勧奨日）
(4)予防接種記録情報
予防接種記録ID/予防接種管理ID/接種日/接
種同意フラグ/医療機関コード/医師名/実施場
所/実施区分/接種区分/GTINコード/ワクチン
メーカー名/ワクチン名（ワクチン一般名・ワク
チン通称・ワクチン販売名）/ロット番号/接種量
/接種部位/接種方法/ワクチン有効期限/要注
意接種フラグ/特別の事情/海外接種フラグ/
更新日時/最新・削除フラグ/その他区分等（接
種対象者区分・減免区分）

令和8年4月1日 （別添２）ファイル記録項目

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

<Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る措置>
・江戸川区の領域に保管されたデータのみ、
Public Medical Hub（PMH）を用いて消去するこ
とができる。
・江戸川区の領域に保管されたデータは、他機
関から消去できない。
※クラウドサービスは、IaaSを利用し、クラウド
サービス事業者からはデータにアクセスできな
いため、
   消去することができない。
・不要となった特定個人情報は、削除用データ
の連携又は運用保守事業者に依頼して消去
する。
・不要となったバックアップファイルは、古いも
のから順に自動削除される。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務>
・江戸川区の領域に保管されたデータのみ、予
診情報・予防接種記録管理／請求支払システ
ムを用いて消去することができる。
・江戸川区の領域に保管されたデータは、他機
関から消去できない。
※クラウドサービスは、IaaSを利用し、クラウド
サービス事業者からはデータにアクセスできな
いため、
   消去することができない。
・不要となった特定個人情報は、削除用データ
の連携又は運用保守事業者に依頼して消去
する。
・不要となったバックアップファイルは、ストレー
ジに適用されたライフサイクルルールに基づ
き、保管されたログ情報については、各オブ
ジェクトの保管日（作成日）を起点として3年が
経過した時点で、自動的に削除される。

令和8年4月1日

事前
事後で足りるが
任意に事前に提出



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

重要な変更事前

・サービス検索・電子申請機能からの電子申請
を行うためには、個人番号カードの電子署名を
付すことが必要であり、これに対し電子申請に
付された署名検証を実施することで本人確認
を実施する。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・医療機関の受付窓口で本人確認の後、医療
機関用アプリ又は顔認証端末でマイナンバー
カードを利用した認証により本人の情報のみ
が対象者として連携される。
・本人が、マイナポータルへログインし、予診票
情報を入力する際には、マイナンバーカードを
利用した認証により、本人以外からの情報の
入力を防止する。
・既存事務において本人確認を行った個人番
号を既存システム（各業務システム）から予診
情報・予防接種記録管理／請求支払システム
に連携し、その本人確認済みの個人番号を医
療保険者等向け中間サーバーに連携するが、
提供した個人番号は加工することなく返却され
るため、対象者以外の情報を入手することは
ない。

事前令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク１
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・個人番号、基本4情報、その他の住民票関係
情報の入手方法は、住記システムにて入力し
た情報を、統合DB経由で予め定められたイン
タフェース仕様に基づき、取得する方法に限定
されるため、必要な情報以外の情報を入手す
ることはない。
・生活保護・社会福祉関係情報の入手方法
は、生保システムにて入力した情報を統合DB
経由で予め定められたインタフェース仕様に基
づき取得する方法、主管部署に提供を依頼す
る方法又は本人から取得する方法に限定され
るため、必要な情報以外の情報を入手するこ
とはない。
・障害者福祉関係情報の入手方法は、福祉シ
ステムにて入力した情報を統合DB経由で予め
定められたインタフェース仕様に基づき取得す
る方法、本人から取得する方法又は基本4情
報等を確認した上での福祉システムで身体障
害者手帳情報を確認する方法に限定されるた
め、対象者以外の情報を入手することはない。
・住民、他自治体、医療機関等から入手する申
請情報・予防接種情報は、予め定められた帳
票様式に基づき入手するため、必要な情報以
外を入手することはない。
・市町村CSからの住基情報の入手は、健康シ
ステムで管理している項目に関する情報の入
手に、運用上限定している。
・個人番号カードや旅券の読み取りにより必要
な情報を入手し、申請者の自由入力を避ける
ことで、交付申請者が不要な情報を送信してし
まうリスクを防止する。

※下欄に続く

・個人番号、基本5情報、その他の住民票関係
情報の入手方法は、住記システムにて入力し
た情報を、統合DB経由で予め定められたイン
タフェース仕様に基づき、取得する方法に限定
されるため、必要な情報以外の情報を入手す
ることはない。
・生活保護・社会福祉関係情報の入手方法
は、生保システムにて入力した情報を統合DB
経由で予め定められたインタフェース仕様に基
づき取得する方法、主管部署に提供を依頼す
る方法又は本人から取得する方法に限定され
るため、必要な情報以外の情報を入手するこ
とはない。
・障害者福祉関係情報の入手方法は、福祉シ
ステムにて入力した情報を統合DB経由で予め
定められたインタフェース仕様に基づき取得す
る方法、本人から取得する方法又は基本5情
報等を確認した上での福祉システムで身体障
害者手帳情報を確認する方法に限定されるた
め、対象者以外の情報を入手することはない。
・住民、他自治体、医療機関等から入手する申
請情報・予防接種情報は、予め定められた帳
票様式に基づき入手するため、必要な情報以
外を入手することはない。
・市町村CSからの住基情報の入手は、健康シ
ステムで管理している項目に関する情報の入
手に、運用上限定している。

※下欄に続く

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク１
必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク１
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・PMH-IDの採番処理時には、Public Medical
Hub（PMH）が保有する個人番号及び基本情報
（カナ、氏名、生年月日、性別、住所）と支払基
金の医療保険者等向け中間サーバーで保有
する個人番号及び基本情報とを突合する誤り
チェック機能で紐付け誤りを防ぐことで対象者
以外の情報の入手を防止する。（当該機能は、
R６年度中に実装予定）
・医療機関の受付窓口で本人確認の後、医療
機関用アプリでマイナンバーカードを利用した
認証により本人の情報のみが対象者として連
携され、医療機関用アプリでの入力は、診察室
内で更に本人確認を行うことで本人の情報の
みがPublic Medical Hub（PMH）へ連携される。
・本人が、マイナポータルへログインし、予診票
情報を入力する際には、マイナンバーカードを
利用した認証により、本人以外からの情報の
入力を防止する。
・既存事務において本人確認を行った個人番
号を既存システム（各業務システム）からPublic
Medical Hub（PMH）に連携し、その本人確認済
みの個人番号を医療保険者等向け中間サー
バーに連携するが、提供した個人番号は加工
することなく返却されるため、対象者以外の情
報を入手することはない。

※下欄に続く

（削除）
※下欄に続く

事前 重要な変更

・サービス検索・電子申請機能からの電子申請
を行うためには、個人番号カードの電子署名を
付すことが必要であり、これに対し電子申請に
付された署名検証を実施することで本人確認
を実施する。

重要な変更

令和8年4月1日



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク１
必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・医療保険者等向け中間サーバーからPublic
Medical Hub（PMH）へは、定められたインター
フェース仕様に沿って決められたデータ項目
（PMH-IDと個人番号）のみが返却されるようシ
ステム的に制御している。
・医療機関から医療機関用アプリを介して入力
される際は、定められたインターフェース仕様
に沿って決められたデータ項目のみが連携さ
れるようシステム的に制御している。
・本人が、マイナポータルへログインし、予診票
情報を入力する際には、定められたデータ項
目のみが入力されるようシステム的に制御して
いる。
・サービス検索・電子申請機能からの電子申請
では、国の標準基準様式により申請に必要な
項目のみを入力する様式とし、必要最小限の
情報となるようにする。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・医療保険者等向け中間サーバーからPublic
Medical Hubを経由した予診情報・予防接種記
録管理／請求支払システムへは、定められた
インターフェース仕様に沿って決められたデー
タ項目（PMHキーと個人番号）のみが返却され
るようシステム的に制御している。
・医療機関から医療機関用アプリを介して入力
される際は、定められたインターフェース仕様
に沿って決められたデータ項目のみが連携さ
れるようシステム的に制御している。
・本人が、マイナポータルへログインし、予診票
情報を入力する際には、定められたデータ項
目のみが入力されるようシステム的に制御して
いる。

事前 重要な変更

・江戸川区民の個人番号、基本4情報、その他
の住民票関係情報、生活保護情報の入手に
ついては、入退室管理をしているデータセンタ
内のサーバー間通信に限定することで、安全
を担保している。
・身体障害者手帳情報の入手については、シ
ステムの利用者を限定し、アクセス制限をする
ことにより、詐取・奪取が行われないようにして
いる。
・住民、他自治体、医療機関等からの入手する
申請情報・予防接種情報は、予め決められた
方法（職員による窓口受付、職員による郵送受
付等）に限定した入手とすることで、詐取・奪取
が行われないようにしている。
・市町村CSは生体認証による認証を行ってい
るため、市町村CSで確認した情報を健康シス
テムに登録できる職員等は限定されている。
・医療保険者等向け中間サーバーからPublic
Medical Hub（PMH）へは、システム自動処理に
より、定められたインターフェース仕様に沿って
決められたデータ項目（PMH-IDと個人番号）
のみが返却されるようシステム的に制御してい
る。
・Public Medical Hub（PMH）のデータベース
は、市区町村ごとに論理的に区分されており、
他市区町村の領域からは、特定個人情報の入
手ができないようにアクセス制御している。

※下欄に続く

・統合DB経由で取得する個人番号、基本5情
報、その他の住民票関係情報、生活保護・社
会福祉関係情報、障害者福祉関係情報の入
手については、入退室管理をしているデータセ
ンタ内のサーバー間通信に限定することで、安
全を担保している。
・統合DB経由以外の方法で取得する生活保
護・社会福祉関係情報、障害者福祉関係情報
の入手については、システムの利用者を限定
し、アクセス制限をすることにより、詐取・奪取
が行われないようにしている。
・住民、他自治体、医療機関等からの入手する
申請情報・予防接種情報は、予め決められた
方法（職員による窓口受付、職員による郵送受
付等）に限定した入手とすることで、詐取・奪取
が行われないようにしている。
・市町村CSは生体認証による認証を行ってい
るため、市町村CSで確認した情報を健康シス
テムに登録できる職員等は限定されている。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導
において住民に何の手続きを探し電子申請を
行いたいのか理解してもらいながら操作をして
いただき、たどり着いた申請フォームが何の
サービスにつながるものか明示することで、住
民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実
施いただけるよう措置を講じている。

※下欄に続く

事前 重要な変更令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク２
リスクに対する措置の内容

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク２
リスクに対する措置の内容

・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導
において住民に何の手続きを探し電子申請を
行いたいのか理解してもらいながら操作をして
いただき、たどり着いた申請フォームが何の
サービスにつながるものか明示することで、住
民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実
施いただけるよう措置を講じている。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・医療保険者等向け中間サーバーからPublic
Medical Hubを経由した予診情報・予防接種記
録管理／請求支払システムへは、システム自
動処理により、定められたインターフェース仕
様に沿って決められたデータ項目（PMHキーと
個人番号）のみが返却されるようシステム的に
制御している。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムのデータベースは、市区町村ごとに論理
的に区分されており、他市区町村の領域から
は、特定個人情報の入手ができないようにアク
セス制御している。

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク３
特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・上記の通り、入手の各段階で、本人確認とと
もに、特定個人情報の正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、適宜、職
権で修正することで、正確性を確保している。
・住民からの申請等により、誤り等の指摘があ
れば、調査を行い、誤りが確認できた場合に修
正を行っている。
・PMH-IDの採番処理時には、Public Medical
Hub（PMH）が保有する個人番号及び基本情報
（カナ、氏名、生年月日、性別、住所）と支払基
金の医療保険者等向け中間サーバーで保有
する個人番号及び基本情報とを突合する誤り
チェック機能で紐付け誤りを防ぐことで正確性
を担保する。（当該機能は、R６年度中に実装
予定）
※チェック機能は補助的な機能であり、機能実
装までの間においても既に既存事務におい
て、個人番号及び基本情報の正確性は、住基
システムとの連携等により担保されている。

・上記の通り、入手の各段階で、本人確認とと
もに、特定個人情報の正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、適宜、職
権で修正することで、正確性を確保している。
・住民からの申請等により、誤り等の指摘があ
れば、調査を行い、誤りが確認できた場合に修
正を行っている。
＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・個人番号及び基本情報の正確性は、既存事
務において住記システムとの連携等により担
保されている。

事前 重要な変更

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク３
入手の際の本人確認の措置
の内容

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク３
個人番号の真正性の確認の
措置の内容

・上記の通り、入手の各段階で、本人確認とと
もに、個人番号の真正性確認を行っている。
・Public Medical Hub（PMH）が提供した個人番
号を加工することなく返却されるため、本人の
ものではない誤った個人番号を入手することは
ない。

・上記の通り、入手の各段階で、本人確認とと
もに、個人番号の真正性確認を行っている。
＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムが提供した個人番号をはPublic Medical
Hubから加工することなく返却されるため、本人
のものではない誤った個人番号を入手すること
はない。

・統合DB等庁内システムから入手する情報に
ついては、入手元の各業務で本人確認を行っ
ている。
・医療機関、他自治体、本人から入手する予防
接種情報は、予診票等に記載された接種番号
又は基本4情報に基づき、健康システムで本人
確認を行う。また、窓口にて、住民から直接申
請書を受け取るような場合には、個人番号カー
ド(個人番号カードがない場合には通知カード
と顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート
等))に基づき、本人確認を行う。
・Public Medical Hub（PMH）が提供した個人番
号を加工することなく返却されるため、本人の
ものではない誤った個人番号を入手することは
ない。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、
個人番号カードの署名用電子証明書による電
子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個
人番号付電子申請データを受領した地方公共
団体は署名検証を実施することになる。これに
より、本人確認を実施する。

・統合DB等庁内システムから入手する情報に
ついては、入手元の各業務で本人確認を行っ
ている。
・医療機関、他自治体、本人から入手する予防
接種情報は、予診票等に記載された接種番号
又は基本5情報に基づき、健康システムで本人
確認を行う。また、窓口にて、住民から直接申
請書を受け取るような場合には、個人番号カー
ド(個人番号カードがない場合には通知カード
と顔写真付の証明書(運転免許証、パスポート
等))に基づき、本人確認を行う。
・住民がサービス検索・電子申請機能から個人
番号付電子申請データを送信するためには、
個人番号カードの署名用電子証明書による電
子署名を付すこととなり、電子署名付与済の個
人番号付電子申請データを受領した地方公共
団体は署名検証を実施することになる。これに
より、本人確認を実施する。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムが提供した個人番号をはPublic Medical
Hubから加工することなく返却されるため、本人
のものではない誤った個人番号を入手すること
はない。

事前 重要な変更

事前 重要な変更

令和8年4月1日



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事前 重要な変更

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク１
事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・個人番号と紐付けて管理する情報は、特定
個人情報として定義した「Ⅱ ファイルの概要」
の２④記録される項目部分で明示した業務上
必要な情報にシステムの機能として限定して
いる為、業務上必要な情報以外と紐付けする
ことはない。
・Public Medical Hub（PMH）にアクセスする江
戸川区の職員について、当該職員が所掌する
事務以外の情報は閲覧できない仕組みとして
いる。
・Public Medical Hub（PMH）では、権限のある
者しか個人番号にはアクセスできないように制
御している。
・医療機関用アプリや住民からマイナポータル
API経由でPublic Medical Hub（PMH）に接続す
るが、必要な情報のみアクセスでき、個人番号
にはアクセスできないように制御している。

・個人番号と紐付けて管理する情報は、特定
個人情報として定義した「Ⅱ ファイルの概要」
の２④記録される項目部分で明示した業務上
必要な情報にシステムの機能として限定して
いる為、業務上必要な情報以外と紐付けする
ことはない。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムにアクセスする江戸川区の職員につい
て、当該職員が所掌する事務以外の情報は閲
覧できない仕組みとしている。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムでは、権限のある者しか個人番号には
アクセスできないように制御している。
・医療機関用アプリや住民から予診情報・予防
接種記録管理／請求支払システムに接続する
が、必要な情報のみアクセスでき、個人番号に
はアクセスできないように制御している。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク４
リスクに対する措置の内容

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムと支払基金の医療保険者等向け中間
サーバーは、Public Medical Hubを経由した閉
域網で接続され、通信内容は情報漏洩を防止
するために暗号化される。
・健康システムは、予診情報・予防接種記録管
理／請求支払システムへの連携時にLGWAN
回線による閉域網で接続され、通信内容は情
報漏洩を防止するために暗号化される。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手
リスク４
リスクに対する措置の内容

・江戸川区民の個人番号、基本4情報、その他
の住民票関係情報、生活保護情報の入手は、
入退室管理をしているデータセンタ内のサー
バー間通信に限定することで、情報漏えい、紛
失等を防止している。
・身体障害者手帳情報の入手については、シ
ステムの利用者を限定し、アクセス制限をする
ことにより情報漏えい・紛失等を防止している。
・医療機関、他自治体、本人から提出された予
防接種情報の入手については、提出先を事前
に指定することで、送付先誤り等による情報漏
えい・紛失等を防止している。
・市町村CSで確認した住基情報を健康システ
ムに登録する際には、市町村CSでの確認結果
を記載した紙、電子媒体を、健康システムへの
入力完了後に、すぐに消去、廃棄を行うことで
漏えいを防止している。
・Public Medical Hub（PMH）と支払基金の医療
保険者等向け中間サーバーは、暗号化された
閉域網で接続される。
・医療機関や住民からPublic Medical Hub
（PMH）への連携は、直接接続ではなく、マイナ
ポータルAPI経由の接続のみが認められ、通
信内容は、情報漏洩を防止するために暗号化
される。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体
との間は、LGWAN、VPN等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏え
い等が起こらないようにしている。

・統合DB経由で取得する個人番号、基本5情
報、その他の住民票関係情報、生活保護・社
会福祉関係情報、障害者福祉関係情報の入
手は、入退室管理をしているデータセンタ内の
サーバー間通信に限定することで、情報漏え
い、紛失等を防止している。
・統合DB経由以外の方法で取得する生活保
護・社会福祉関係情報、障害者福祉関係情報
の入手については、システムの利用者を限定
し、アクセス制限をすることにより情報漏えい・
紛失等を防止している。
・医療機関、他自治体、本人から提出された予
防接種情報の入手については、提出先を事前
に指定することで、送付先誤り等による情報漏
えい・紛失等を防止している。
・市町村CSで確認した住基情報を健康システ
ムに登録する際には、市町村CSでの確認結果
を記載した紙、電子媒体を、健康システムへの
入力完了後に、すぐに消去、廃棄を行うことで
漏えいを防止している。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体
との間は、LGWAN、VPN等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏え
い等が起こらないようにしている。

※下欄に続く

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２
具体的な管理方法

・庁内ネットワークへのログインは、職員が常
時携帯するICカードとパスワードでの認証を必
要としているため、権限のない第三者は利用
できない。
・健康システムへのアクセスは、職員が常時携
帯するICカードでのSSO認証を必要としている
ため、権限のない第三者は利用できない。
・健康システムの操作において、ユーザID/パ
スワードにより、業務システムの利用権限を付
与しているため、権限のない第三者は利用で
きない。

※下欄に続く

・庁内ネットワークへのログインは、職員が常
時携帯するICカードとパスワードでの認証を必
要としているため、権限のない第三者は利用
できない。
・健康システムへのアクセスは、職員が常時携
帯するICカードでのSSO認証を必要としている
ため、権限のない第三者は利用できない。
・健康システムの操作において、ユーザID/パ
スワードにより、業務システムの利用権限を付
与しているため、権限のない第三者は利用で
きない。

※下欄に続く



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２
アクセス権限の発行・失効の
管理
具体的な管理方法

・正規職員については、ICカードの発行、失効
は、職員課にて行い、職員課からの人事情報
に基づき、DX推進課にて庁内ネットワークのロ
グイン権限を設定している。また、非正規職員
については、各業務主管課からの申請に基づ
き、DX推進課にてICカードの発行、失効、庁内
ネットワークへのログイン権限を設定している。
・健康システムの利用権限を有するユーザID
の発行、失効は、職員課からの人事情報に基
づき、健康推進課内のアクセス管理権限を有
する職員にて、一元的に管理している。また、
非正規職員等は、契約期間に応じて、ユーザ
IDに有効期限を設定している。
・Public Medical Hub（PMH）へのログイン用の
ユーザIDは、管理者に対してユーザ登録を事
前申請した者に限定して発行される。
・管理者は、アクセス権限の管理表を作成し、
申請者に対して管理表に基づき適切なアクセ
ス権限を付与する。
・人事異動や退職等があった際は、異動情報
に基づき、不要となったアクセス権限を管理
し、失効させる。

・正規職員については、ICカードの発行、失効
は、職員課にて行い、職員課からの人事情報
に基づき、DX推進課にて庁内ネットワークのロ
グイン権限を設定している。また、非正規職員
については、各業務主管課からの申請に基づ
き、DX推進課にてICカードの発行、失効、庁内
ネットワークへのログイン権限を設定している。
・健康システムの利用権限を有するユーザID
の発行、失効は、職員課からの人事情報に基
づき、健康推進課内のアクセス管理権限を有
する職員にて、一元的に管理している。また、
非正規職員等は、契約期間に応じて、ユーザ
IDに有効期限を設定している。
・管理者は、アクセス権限の管理表を作成し、
申請者に対して管理表に基づき適切なアクセ
ス権限を付与する。
・人事異動や退職等があった際は、異動情報
に基づき、不要となったアクセス権限を管理
し、失効させる。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムへのログイン用のユーザIDは、管理者
に対してユーザ登録を事前申請した者に限定
して発行される。
・管理者は、アクセス権限の管理表を作成し、
申請者に対して管理表に基づき適切なアクセ
ス権限を付与する。
・江戸川区において、人事異動や退職等が
あった際は、異動情報に基づき、不要となった
アクセス権限を管理し、失効させる。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２
ユーザ認証の管理
具体的な管理方法

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２
アクセス権限の管理
具体的な管理方法

・ICカードのユーザID情報については、DX推進
課にて、定期的にチェックを行い、不要なIDが
残存しないようにしている。
・健康システムの利用権限を有するユーザID
についても、ユーザIDの管理者にて、定期的に
チェックを行い、不要なIDが残存しないようにし
ている。また、利用期間が明確であれば、ユー
ザIDに有効期限を設定し、期限到来により自
動的にアクセス制限されるようにしている。
・共用IDは発行せず、必ず個人に対し、ユー
ザーIDを発行する。
・パスワードの有効期限を設定する。
・管理者が定期的に管理表を確認し、必要に
応じて見直しを行う。

・ICカードのユーザID情報については、DX推進
課にて、定期的にチェックを行い、不要なIDが
残存しないようにしている。
・健康システムの利用権限を有するユーザID
についても、ユーザIDの管理者にて、定期的に
チェックを行い、不要なIDが残存しないようにし
ている。また、利用期間が明確であれば、ユー
ザIDに有効期限を設定し、期限到来により自
動的にアクセス制限されるようにしている。
・共用IDは発行せず、必ず個人に対し、ユー
ザーIDを発行する。
・パスワードの有効期限を設定する。
・管理者が定期的に管理表を確認し、必要に
応じて見直しを行う。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・共用IDは発行せず、必ず個人に対し、ユー
ザーIDを発行する。
・管理者が定期的に管理表を確認し、必要に
応じて見直しを行う。

事前 重要な変更

PMHにおいては、権限のない者に不正使用さ
れないよう、以下の対策を講じている。
・江戸川区は、Public Medical Hub（PMH）のア
クセス権限を管理する管理者を定める。
・Public Medical Hub（PMH）のログインはユー
ザID・パスワードで行う。
・Public Medical Hub（PMH）へのログイン用の
ユーザIDは、管理者に対してユーザ登録を事
前申請した者に限定して発行される。
・端末は、限定された者しかログインできない。
・Public Medical Hub（PMH）における特定個人
情報へのアクセスは、LGWAN回線又はその他
の閉域網回線経由の接続のみ認められるよう
制御している。
・既存システム（各業務システム）からPublic
Medical Hub（PMH）への連携は、アクセス権限
を持つ者のみ実施が可能となっている。
・サービス検索・電子申請機能をLGWAN接続
端末上で利用する必要がある職員を特定し、
個人ごとのユーザIDを割り当てるとともに、IDと
パスワードによる認証を行う。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
権限のない者に不正使用されないよう、以下
の対策を講じている。
・江戸川区は、予診情報・予防接種記録管理
／請求支払システムのアクセス権限を管理す
る管理者を定める。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムのログインはユーザID・パスワードで行
う。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムへのログイン用のユーザIDは、管理者
に対してユーザ登録を事前申請した者に限定
して発行される。
・端末は、限定された者しかログインできない。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムにおける特定個人情報へのアクセス
は、LGWAN回線又はその他の閉域網回線経
由の接続のみ認められるよう制御している。
・既存システム（各業務システム）から予診情
報・予防接種記録管理／請求支払システムへ
の連携は、アクセス権限を持つ者のみ実施が
可能となっている。

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２
特定個人情報の使用の記録
具体的な方法

・ユーザIDとともに、庁内ネットワークへのログ
イン、メールの送受信記録、外部媒体への出
力、業務サーバーへのアクセス等操作記録
を、ログとして保管している。
・ユーザIDとともに、健康システム内での特定
個人情報への登録、更新、削除、参照の操作
記録を、ログとして取得し、保管している。
・また、情報漏えい等が発生した場合には、当
該操作に関わるログを確認できるようになって
いる。
・システム上の操作のログを取得し、操作ログ
を定期的に確認する。
・サービス検索・電子申請機能へのアクセスロ
グ、システムへのアクセスログ、操作ログの記
録を行い、操作者個人を特定できるようにす
る。

・ユーザIDとともに、庁内ネットワークへのログ
イン、メールの送受信記録、外部媒体への出
力、業務サーバーへのアクセス等操作記録
を、ログとして保管している。
・ユーザIDとともに、健康システム内での特定
個人情報への登録、更新、削除、参照の操作
記録を、ログとして取得し、保管している。
・また、情報漏えい等が発生した場合には、当
該操作に関わるログを確認できるようになって
いる。
・システム上の操作のログを取得し、操作ログ
を定期的に確認する。
・サービス検索・電子申請機能へのアクセスロ
グ、システムへのアクセスログ、操作ログの記
録を行い、操作者個人を特定できるようにす
る。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・江戸川区は、システム上の操作のログを取得
し、操作ログを定期的に確認する。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク３
リスクに対する措置の内容

（追加）

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置＞
・江戸川区は、特定個人情報を取り扱う職員に
対して、セキュリティに関する研修を行い、個人
情報保護の重要性について教育するとともに、
業務外での特定個人情報の取扱いの禁止等
の指導を徹底することで、事務外の使用を防
止している。
・委託業務については、委託先との契約によ
り、委託業者が従業者に対して情報セキュリ
ティに関する教育を行い、業務外での特定個
人情報の取扱いの禁止を徹底する。江戸川区
は、当該教育の実施について履行確認を行
う。再委託先においても同様の取扱とする。
・江戸川区は、操作ログの追跡により不正アク
セス者の特定が可能であることを周知徹底す
ることで、コンプライアンスの意識を高め、事務
外での使用を防止する。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク４
リスクに対する措置の内容

・バックアップファイルの作成は、入退室管理を
しているデータセンタでの作業に限定され、ま
た、バックアップファイルの持ち出しは区による
承認を必須としている。
・特定個人情報ファイルの外部媒体への出力
は、特定の端末で行い、出力機器の一元管
理、端末の利用記録、データログの取得をし、
誰がいつ使用したかを特定できるようにしてい
る。
・既存システム（各業務システム）から特定個
人情報を抽出したCSVファイルをPublic
Medical Hub（PMH）へ登録する際は、作業を行
う職員及び端末を必要最小限に限定する。
・江戸川区の既存システム（各業務システム）
からPublic Medical Hub（PMH）への特定個人
情報の連携は、情報漏えいを防止するために
暗号化された通信回線（LGWAN又はその他の
閉域網回線）を利用した接続のみが認められ
る。
・Public Medical Hub（PMH）では、権限のある
者しか個人番号にはアクセスできないように制
御している。
・システムにアクセスする職員について、当該
職員が所掌する事務以外の情報は閲覧できな
い仕組みとしている。
・外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機
能から取得した個人番号付電子申請データ等
のデータを複製する場合、使用管理簿に記載
し、複製する。なお、外部記憶媒体は限定され
たUSBメモリ等のみを使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

・バックアップファイルの作成は、入退室管理を
しているデータセンタでの作業に限定され、ま
た、バックアップファイルの持ち出しは区による
承認を必須としている。
・特定個人情報ファイルの外部媒体への出力
は、特定の端末で行い、出力機器の一元管
理、端末の利用記録、データログの取得をし、
誰がいつ使用したかを特定できるようにしてい
る。
・システムにアクセスする職員について、当該
職員が所掌する事務以外の情報は閲覧できな
い仕組みとしている。
・外部記憶媒体にサービス検索・電子申請機
能から取得した個人番号付電子申請データ等
のデータを複製する場合、使用管理簿に記載
し、複製する。なお、外部記憶媒体は限定され
たUSBメモリ等のみを使用する。
・外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

※下欄に続く

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク４
リスクに対する措置の内容

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・既存システム（各業務システム）から特定個
人情報を抽出したCSVファイルを予診情報・予
防接種記録管理／請求支払システムへ登録
する際は、作業を行う職員及び端末を必要最
小限に限定する。
・江戸川区の既存システム（各業務システム）
から予診情報・予防接種記録管理／請求支払
システムへの特定個人情報の連携は、情報漏
えいを防止するために暗号化された通信回線
（LGWAN又はその他の閉域網回線）を利用し
た接続のみが認められる。
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムでは、権限のある者しか個人番号には
アクセスできないように制御している。
・システムにアクセスする職員について、当該
職員が所掌する事務以外の情報は閲覧できな
い仕組みとしている。

事前 重要な変更

・庁内、データセンタにて、委託先事業者が特
定個人情報の閲覧、更新等を行う場合には、
委託先事業者向けのユーザIDを発行し、閲
覧、更新等の処理を実施できる担当者を限定
している。また、事前に作業者名簿の提出も義
務付けている。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業で
は、管理体制名簿の提出、入退室を管理をし
ている室内での業務を実行し、ファイルへのア
クセス資格・権限については、ユーザIDとパス
ワードにより制限している。
・江戸川区がアクセス権限の管理状況を確認
できる。
・アクセス権限を付与する者を必要最小限に限
定する。
・アクセス権限を付与する範囲を必要最小限に
限定する。
・アクセス権限を付与した者と権限の範囲を適
切に管理する。
※特定個人情報に係るアクセス権限は、再委
託先（PMH-ID採番や運用保守）のみに付与さ
れる。

・庁内、データセンタにて、委託先事業者が特
定個人情報の閲覧、更新等を行う場合には、
委託先事業者向けのユーザIDを発行し、閲
覧、更新等の処理を実施できる担当者を限定
している。また、事前に作業者名簿の提出も義
務付けている。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業で
は、管理体制名簿の提出、入退室を管理をし
ている室内での業務を実行し、ファイルへのア
クセス資格・権限については、ユーザIDとパス
ワードにより制限している。
・江戸川区がアクセス権限の管理状況を確認
できる。
・アクセス権限を付与する者を必要最小限に限
定する。
・アクセス権限を付与する範囲を必要最小限に
限定する。
・アクセス権限を付与した者と権限の範囲を適
切に管理する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・江戸川区がアクセス権限の管理状況を確認
できる。
・江戸川区は、アクセス権限を付与する者を必
要最小限に限定する。
・江戸川区は、アクセス権限を付与する範囲を
必要最小限に限定する。
・江戸川区は、アクセス権限を付与した者と権
限の範囲を適切に管理する。
※特定個人情報に係るアクセス権限は、再々
委託先（PMHキー採番や運用保守）のみに付
与される。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
情報保護管理体制の確認

・委託仕様書に「受託者は、契約書及び「個人
情報保護に関する特約条項」に基づき、個人
情報の管理と情報セキュリティについて、万全
の対策措置を講ずること」と記載している。
・江戸川区は、Public Medical Hub（PMH）の利
用・情報連携業務及び運用保守業務における
特定個人情報の取扱いを国（デジタル庁）に委
託することとする。
・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ
ドライン（行政機関等編）に基づき、委託先とな
る国（デジタル庁）の設備、技術水準、従業者
に対する監督・教育の状況等を事前に確認す
る。

・委託仕様書に「受託者は、契約書及び「個人
情報保護に関する特約条項」に基づき、個人
情報の管理と情報セキュリティについて、万全
の対策措置を講ずること」と記載している。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
江戸川区は、予診情報・予防接種記録管理／
請求支払システムの利用・情報連携業務及び
運用保守業務における特定個人情報の取扱
いを東京都国保連合会に委託し、東京都国保
連合会は国保中央会に再委託することとす
る。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイド
ライン（行政機関等編）に基づき、国保中央会
の設備、技術水準、従業者に対する監督・教
育の状況等を事前に確認する。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限
具体的な制限方法



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託元と委託先間の提供に
関するルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

（追加）

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・委託先（再委託先及び再々委託先を含む。）
には、業務上、最低限必要な範囲の特定個人
情報のみを提供できる。それ以外の提供は一
切認められず、その旨を委託契約書にも明記
する。
・江戸川区は委託契約に基づき、委託先（再委
託先及び再々委託先を含む。）から契約書で
定められた範囲の特定個人情報しか提供され
ていないことを確認できる。

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託先から他者への提供に
関するルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

（追加）

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・委託先（再委託先及び再々委託先を含む。）
から他者への提供は行わない。
・江戸川区は委託契約に基づき、委託先（再委
託先及び再々委託先を含む。）から他者への
提供が行われていないことを確認できる。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの記録
具体的な方法

・庁内、データセンタでの作業においては、委
託先事業者向けユーザIDに紐づく操作ログを
取得することで、特定個人情報ファイルの取扱
い記録を残している。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業で
は、作業場所の入退室管理を行い、特定個人
情報ファイルへのアクセス履歴を取得すること
で、不正なアクセスを防止している。
・特定個人情報の取り扱いのログを保存し、提
供を求めることができる。
※再委託先（PMH-ID採番や運用保守）に係る
特定個人情報の取扱いログに限られる。

・庁内、データセンタでの作業においては、委
託先事業者向けユーザIDに紐づく操作ログを
取得することで、特定個人情報ファイルの取扱
い記録を残している。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業で
は、作業場所の入退室管理を行い、特定個人
情報ファイルへのアクセス履歴を取得すること
で、不正なアクセスを防止している。
・特定個人情報の取り扱いのログを保存し、提
供を求めることができる。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムは特定個人情報の取り扱いのログを保
存し、江戸川区は特定個人情報に係る操作の
ログを閲覧・出力できる。
※再々委託先（PMHキー採番や運用保守）に
係る特定個人情報の取扱いログに限られる。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の消去ルール
ルールの内容及びルール遵
守の確認方法

（追加）

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・委託契約終了後は予診情報・予防接種記録
管理／請求支払システムに保管していた全て
の特定個人情報を国保中央会が消去する。
・特定個人情報を紙媒体で保管しない。
・委託契約書に基づき、江戸川区は消去につ
いて国保中央会から報告を受けることができ、
それにより消去状況について確認が可能とな
る。

事前 重要な変更

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
その他の措置の内容

<Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加措置>
・PMH-IDの採番処理時には、Public Medical
Hub（PMH）が保有する個人番号及び基本情報
（カナ、氏名、生年月日、性別、住所）と支払基
金の医療保険者等向け中間サーバーで保有
する個人番号及び基本情報とを突合する誤り
チェック機能で紐付け誤りを防ぐことが可能と
なる。（当該機能は、R６年度中に実装予定）

・委託契約書に以下の規定を設ける。
委託先は、従事者に対して情報セキュリティに
関する教育を行い、業務外での特定個人情報
の取扱いの禁止を徹底する。

・委託契約書に以下の規定を設ける。
委託先は、従事者に対して情報セキュリティに
関する教育を行い、業務外での特定個人情報
の取扱いの禁止を徹底する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・委託契約書に以下の規定を設ける。
委託先及び再委託先は、従業者に対して情報
セキュリティに関する教育を行い、業務外での
特定個人情報の取扱いの禁止を徹底する。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保
具体的な方法

・再委託が必要な場合は委託先から事前に再
委託の必要性について書面で確認をし、承認
を行っている。
・再委託を行う場合には、委託と同様の機密保
持契約の遵守を規定しており、委託先から適
宜報告を受け、改善の必要がある場合には改
善の指示を行い、改善結果の報告を受けてい
る。
・再委託の相手方は、委託先が負っている本
契約上の義務と同等の義務を負うことを委託
契約書に定める。
・委託先であるデジタル庁が、再委託先におけ
る特定個人情報ファイルの管理状況の定期的
な点検（年１回程度又は随時）を実施する。
・点検は、セルフチェックを基本とし、必要に応
じて訪問確認をする。
・点検後に改善事項があり、改善指示した場合
は、改善状況のモニタリングを行う。
・点検結果について、年１回デジタル庁から報
告を受ける。

・再委託が必要な場合は委託先から事前に再
委託の必要性について書面で確認をし、承認
を行っている。
・再委託を行う場合には、委託と同様の機密保
持契約の遵守を規定しており、委託先から適
宜報告を受け、改善の必要がある場合には改
善の指示を行い、改善結果の報告を受けてい
る。
・再委託の相手方は、委託先が負っている本
契約上の義務と同等の義務を負うことを委託
契約書に定める。
・点検は、セルフチェックを基本とし、必要に応
じて訪問確認をする。
・点検後に改善事項があり、改善指示した場合
は、改善状況のモニタリングを行う。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・再々委託の相手方は、委託先が負っている
本契約上の義務と同等の義務を負うことを委
託契約書に定める。
・国保中央会が、再々委託先における特定個
人情報ファイルの管理状況の定期的な点検
（年１回程度又は随時）を実施する。
・点検は、再々委託の相手方によるセルフ
チェックを基本とし、必要に応じて国保中央会
が訪問確認を行う。
・点検後に改善事項がある場合は、国保中央
会が改善指示及び改善状況のモニタリングを
行う。
・国保中央会は、点検結果について東京都国
保連合会及び江戸川区に年１回報告を行う。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定
規定の内容

PMHにおいては次の措置を行う。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイド
ライン（行政機関等編）を遵守し、委託契約書
に以下の規定を設ける。
・秘密保持義務
・事業所内からの特定個人情報の持ち出しの
禁止
・特定個人情報の目的外利用の禁止
・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制
限
・特定個人情報ファイルの取扱いの記録
・特定個人情報の提供ルール/消去ルール
・再委託における条件
・再委託先による特定個人情報ファイルの適切
な取扱いの確保
・漏えい等事案が発生した場合の委託先の責
任
・委託契約終了後の特定個人情報の消去
・特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
・従業者に対する監督・教育
・契約内容の遵守状況についての報告
・実地の監査、調査等に関する事項

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
東京都国保連合会及び国保中央会は特定個
人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
（行政機関等編）を遵守し、委託契約書に以下
の規定を設ける。
・秘密保持義務
・事業所内からの特定個人情報の持ち出しの
禁止
・特定個人情報の目的外利用の禁止
・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制
限
・特定個人情報ファイルの取扱いの記録
・特定個人情報の提供ルール/消去ルール
・再委託における条件
・再委託先による特定個人情報ファイルの適切
な取扱いの確保
・漏えい等事案が発生した場合の委託先の責
任
・委託契約終了後の特定個人情報の消去
・特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
・従業者に対する監督・教育
・契約内容の遵守状況についての報告
・実地の監査、調査等に関する事項

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

<Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加措置>
 Public Medical Hub（PMH）は、特定個人情報
の適正な取扱いに関するガイドライン、政府機
関等のサイバーセキュリティ対策のための統
一基準群に準拠した開発・運用がされており、
政府情報システムのためのセキュリティ評価制
度（ISMAP）において登録されたサービスか、
ISO/IEC27017:2015またはCSマーク・ゴールド
の認証を取得している者で、かつ、「政府情報
システムにおけるクラウドサービスの利用に係
る基本方針」等による各種条件を満たすクラウ
ドサービスを利用しているため、特定個人情報
の適正な取扱いに関するガイドラインで求める
技術的対策を満たしている。
　主に以下の技術的対策を講じている。
　・論理的に区分された江戸川区の領域に
データを保管する。
　・当該領域のデータは、暗号化処理をする。
　・個人番号が含まれる領域はインターネット
からアクセスできないように制御している。
　・国（デジタル庁）や医療機関及び住民から
は特定個人情報にアクセスできないように制
御している。

※下欄に続く

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
 予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムは、特定個人情報の適正な取扱いに関
するガイドライン、政府機関等のサイバーセ
キュリティ対策のための統一基準群に準拠し
た開発・運用がされており、政府情報システム
のためのセキュリティ評価制度（ISMAP）におい
て登録されたサービスか、ISO/IEC27017:2015
又はCSマーク・ゴールドの認証を取得している
者で、かつ、「政府情報システムにおけるクラ
ウドサービスの利用に係る基本方針」等による
各種条件を満たすクラウドサービスを利用して
いるため、特定個人情報の適正な取扱いに関
するガイドラインで求める技術的対策を満たし
ている。
　主に以下の技術的対策を講じている。
　・予診情報・予防接種記録管理／請求支払
システムは論理的に区分された江戸川区の領
域にデータを保管する。
　・当該領域のデータは、暗号化処理をする。
　・個人番号が含まれる領域はインターネット
からアクセスできないように制御している。
　・国保中央会や医療機関及び住民からは特
定個人情報にアクセスできないように制御して
いる。

※下欄に続く

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

<Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加措置>
 Public Medical Hub（PMH）は、特定個人情報
の適正な取扱いに関するガイドライン、政府機
関等のサイバーセキュリティ対策のための統
一基準群に準拠した開発・運用がされており、
政府情報システムのためのセキュリティ評価制
度（ISMAP）において登録されたサービスか、
ISO/IEC27017:2015またはCSマーク・ゴールド
の認証を取得している者で、かつ、「政府情報
システムにおけるクラウドサービスの利用に係
る基本方針」等による各種条件を満たすクラウ
ドサービスを利用しているため、特定個人情報
の適正な取扱いに関するガイドラインで求める
物理的対策を満たしている。
　主に以下の物理的対策を講じている。
　・サーバ設置場所等への入退室記録管理、
施錠管理
  ・日本国内にデータセンターが存在するクラ
ウドサービスを利用している。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
 予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムは、特定個人情報の適正な取扱いに関
するガイドライン、政府機関等のサイバーセ
キュリティ対策のための統一基準群に準拠し
た開発・運用がされており、政府情報システム
のためのセキュリティ評価制度（ISMAP）におい
て登録されたサービスか、ISO/IEC27017:2015
又はCSマーク・ゴールドの認証を取得している
者で、かつ、「政府情報システムにおけるクラ
ウドサービスの利用に係る基本方針」等による
各種条件を満たすクラウドサービスを利用して
いるため、特定個人情報の適正な取扱いに関
するガイドラインで求める物理的対策を満たし
ている。
　主に以下の物理的対策を講じている。
　・サーバ設置場所等への入退室記録管理、
施錠管理
  ・日本国内にデータセンターが存在するクラ
ウドサービスの利用

事前 重要な変更

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

　・当該システムへの不正アクセスの防止のた
め、外部からの侵入検知・通知機能を備えてい
る。
　・江戸川区の端末とPublic Medical Hub
（PMH）との通信は暗号化を行うことにより、通
信内容の秘匿及び盗聴防止の対応をしてい
る。
　・江戸川区の端末とPublic Medical Hub
（PMH）との通信はLGWAN回線又は閉域網
VPN等に限定されている。
　・クラウドマネージドサービスを利用する場合
においても、パブリッククラウド事業者は特定
個人情報にはアクセスできない。
  ・バックアップは地理的に十分に離れた拠点
に保管することで、大規模なシステム障害や震
災などの発生によりデータが破損・消失して
も、バックアップからデータを復元できるように
する。

　・当該システムへの不正アクセスの防止のた
め、予診情報・予防接種記録管理／請求支払
システムは外部からの侵入検知・通知機能を
備えている。
　・江戸川区の端末と予診情報・予防接種記録
管理／請求支払システムとの通信は暗号化を
行うことにより、通信内容の秘匿及び盗聴防止
の対応をしている。
　・江戸川区の端末と予診情報・予防接種記録
管理／請求支払システムとの通信はLGWAN
回線又は閉域網VPN等に限定されている。
　・クラウドマネージドサービスを利用する場合
においても、パブリッククラウド事業者は特定
個人情報にはアクセスできない。
  ・バックアップは地理的に十分に離れた拠点
に保管することで、大規模なシステム障害や震
災などの発生によりデータが破損・消失して
も、バックアップからデータを復元できるように
する。

事前 重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク２：特定個人情報が古
い情報のまま保管され続ける
リスク
リスクに対する措置の内容

・江戸川区民の個人番号、基本4情報、その他
の住民票関係情報、生活保護情報は、連携処
理の中で不具合が発生した場合、エラーとして
検知できるように設定しているため、古い情報
のまま保存され続けることはない。
・住民からの申請に基づき、調査等を行い、正
確な記録を確保するために必要な措置を講じ
ている。
・PMHにおいては、本特定個人情報ファイルの
個人情報は、住基及び住民登録外者の異動
情報を取得し、内部番号を基に最新の情報に
反映されるため、古い情報のまま保管され続
けるリスクは存在しない。

・個人番号、基本5情報、その他の住民票関係
情報、生活保護情報、障害者福祉関係情報
は、連携処理の中で不具合が発生した場合、
エラーとして検知できるように設定しているた
め、古い情報のまま保存され続けることはな
い。
・住民からの申請に基づき、調査等を行い、正
確な記録を確保するために必要な措置を講じ
ている。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・本特定個人情報ファイルの個人情報は、住基
及び住民登録外者の異動情報を取得し、内部
番号を基に最新の情報に反映されるため、古
い情報のまま保管され続けるリスクは存在しな
い。

事前 重要な変更

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

発生なし 発生あり 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

-

①令和６年２月26日、区立中学校の学校給食
調理業務を受託する業者の社員が、学校給食
の調理内容を指示する書類「調理室手配表」を
12枚学校外で紛失したことが、同月27日に発
覚した。紛失した書類には、給食で食物アレル
ギー対応を必要とする生徒７人分の学年と学
級、名字、アレルギーの原因食物が記載され
ていた。
②令和６年８月27日、委託先の社会保険診療
報酬支払基金において未処理となっていた再
審査請求レセプトの処理状況を把握しようとし
たところ、当該紙レセプト（１件）が所在不明で
あることが発覚、捜索の結果、誤って溶解処分
したとの結論で同年９月９日に区に報告された
ため、漏えいのおそれありとした。
③令和６年11月５日、窓口対応の派遣事業者
による都営交通無料乗車券の更新手続対応
にあたり、一時預かった身体障害者手帳及び
無料乗車券を、元の相手ではなく別人に誤交
付したため、同日回収した。
④令和６年７月、学校の卒業アルバム作成を
委託した会社が再委託した先がランサムウェ
ア攻撃を受け、児童等472人分の氏名及び写
真データが流出したことが令和７年４月14日に
区に報告され、発覚した。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

-

①受託業者に対し、学校外に持ち出す際の個
人情報の記載内容を精査するなど、個人情報
の保護の徹底を図るよう厳重に指導した。今
後、受託業者に情報セキュリティ対策に関する
研修を実施する。
②複数あった未処理紙レセプトの保管場所を
一か所に集約する、業務処理標準マニュアル
に基づく処理を徹底し、紙レセプトの処理に係
る取扱いに細心の注意を払うとともに、再審査
紙レセプト管理ツールにおいて未処理となって
いるレセプト情報とレセプト現物との照合確認
を、担当者及び管理責任者のダブルチェックに
より毎月確実に行う。
③名前で呼びかけず番号で呼びかけ、本人に
名乗らせるという本人確認ルールを徹底する。
④委託先に対して、再委託業者を選定する際
にはオフライン作業などのセキュリティ対策が
徹底されている業者を選定するよう指導した。
また、今回の再委託先は契約を結ばないことと
した。
5月20日に教育指導課長名で区立学校及び幼
稚園に対し「学校（園）等における個人情報の
適正な管理について」を発出し、個人情報の取
扱いについて注意喚起を行った。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・変更が義務付け
られない



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年4月1日

令和8年4月1日

IVその他のリスク対策
２．従業員に対する教育・啓
発

＜Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加措置>
　情報セキュリティポリシーや特定個人情報の
適正な取扱いに関するガイドライン等に基づき
適切に職員等の当該システムの利用を管理
し、適切な指導を行う。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・江戸川区は、情報セキュリティポリシーや特
定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ
イン等に基づき適切に職員等の当該システム
の利用を管理し、適切な指導を行う。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

IVその他のリスク対策
1.監査
②監査
具体的な内容

＜Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加措置>
　情報セキュリティポリシーや特定個人情報の
適正な取扱いに関するガイドライン等に基づき
適切に職員等の当該システムの利用を管理
し、必要な監査を行う。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
　江戸川区は、情報セキュリティポリシーや特
定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ
イン等に基づき適切に職員等の当該システム
の利用を管理し、必要な監査を行う。

事前 重要な変更

令和8年4月1日

IVその他のリスク対策
1.監査
①自己点検
具体的なチェック方法

＜健康システムの運用における措置＞
年に1回、担当部署内において実施している自
己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記
載内容通りの運用がなされていること」に係る
内容を追加し、運用状況を確認する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措
置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバー・プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、定期的に自己点検を実施することとしてい
る。

＜Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加措置>
　情報セキュリティポリシーや特定個人情報の
適正な取扱いに関するガイドライン等に基づき
適切に職員等の当該システムの利用を管理
し、必要な自己点検を行う。

＜健康システムの運用における措置＞
年に1回、担当部署内において実施している自
己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記
載内容通りの運用がなされていること」に係る
内容を追加し、運用状況を確認する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措
置＞
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、定期的に自己点検を実施することとしてい
る。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
　江戸川区は、情報セキュリティポリシーや特
定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ
イン等に基づき適切に職員等の当該システム
の利用を管理し、必要な自己点検を行う。

事前

令和8年4月1日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク２：特定個人情報が古
い情報のまま保管され続ける
リスク
リスクに対する措置の内容

・予診票等の紙媒体については、5年間保管し
た後、溶解処分をしている。
・ＣＤ等の電子媒体については、20年以上保管
するが、消去する際は裁断し、データ復元が不
可能な状態にした上で処分を行う。
・健康システム上の特定個人情報の記録につ
いては、20年以上保管するが、消去する際は、
個人番号欄を空白若しくは全て０で表示させる
等、個人番号が表示されないよう処置を行う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業
者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に
準拠したプロセスにしたがって確実にデータを
消去する。

<Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加措置>
・消去が必要となった情報は内部手続を経て
消去し、その記録を残す。
・不要となった特定個人情報は、削除用データ
の連携又は運用保守事業者に依頼して消去
する。
・不要となったバックアップファイルは、古いも
のから順に自動削除される。

・予診票等の紙媒体については、5年間保管し
た後、溶解処分をしている。
・ＣＤ等の電子媒体については、20年以上保管
するが、消去する際は裁断し、データ復元が不
可能な状態にした上で処分を行う。
・健康システム上の特定個人情報の記録につ
いては、20年以上保管するが、消去する際は、
個人番号欄を空白若しくは全て０で表示させる
等、個人番号が表示されないよう処置を行う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業
者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に
準拠したプロセスにしたがって確実にデータを
消去する。

<予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
・消去が必要となった情報は内部手続を経て
消去し、その記録を残す。
・不要となった特定個人情報は、削除用データ
の連携又は運用保守事業者に依頼して消去
する。
・不要となったバックアップファイルは、ストレー
ジに適用されたライフサイクルルールに基づ
き、保管されたログ情報については、各オブ
ジェクトの保管日（作成日）を起点として3年が
経過した時点で、自動的に削除される。

事前 重要な変更

IVその他のリスク対策
３．その他のリスク対策

＜Public Medical Hub（PMH）を活用した情報連
携に係る予防接種事務における追加措置>
　情報セキュリティポリシーや特定個人情報の
適正な取扱いに関するガイドライン等に基づき
適切に当該システムを利用し、万が一、障害
や情報漏えいが生じた場合、適切な対応をと
ることができる体制を構築する。

＜予診情報・予防接種記録管理／請求支払シ
ステムを活用した情報連携に係る予防接種事
務における追加措置>
　江戸川区は、情報セキュリティポリシーや特
定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラ
イン等に基づき適切に当該システムを利用し、
万が一、障害や情報漏えいが生じた場合、適
切な対応をとることができる体制を構築する。

事前 重要な変更

重要な変更


